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第１章 基本計画策定の趣旨 

1. 基本計画の目的 

昭和３８年（１９６３年）に竣工した現在の本庁舎（以下「現本庁舎」という。）は、建築

から５５年が経過し、「防災拠点機能の不足」「庁舎の分散に伴う業務などの非効率性」「施設

及び設備の老朽化とバリアフリー化」「庁舎狭あい化による市民サービスへの影響」などの  

課題を抱えており、早急な対応が求められています。 

これら現本庁舎が抱える課題を解消するため、鳴門市新庁舎建設基本計画（以下「基本計画」

という。）において新庁舎建設の基本理念や基本方針、新庁舎の機能、規模の基本的な考え方

及び新庁舎の建設位置などを検討し、より具体化することを目的に策定します。 

 

２．関連計画との整合 

基本計画の策定にあたっては、次に示す関連計画に盛り込まれた方向性や施策との整合を 

図ります。 

 
（１）第六次鳴門市総合計画 後期基本計画 

：平成２９年（２０１７年）度 ～ 平成３３年（２０２１年）度 
市の最上位計画として、将来の長期的な展望の下に市政のあらゆる分野を対象とした総合的

かつ計画的なまちづくりの指針を定めたものです。 

新庁舎の整備にあたっては、第六次鳴門市総合計画に掲げるめざす都市像の実現に向けた 

まちづくりの拠点として、その役割が発揮できる計画とします。 

 

（２）鳴門市都市計画マスタープラン 
：平成２３年（２０１１年）度 ～ 平成４２年（２０３０年）度 

土地利用、市街地整備、都市施設、公共交通などの都市計画や都市づくりの方向性を定めた

ものです。 

新庁舎の整備にあたっては、中心市街地拠点整備地区の整備方針に基づき、地域住民及び 

市民への行政サービス機能の充実を目指し、ユニバーサルデザインの推進や周辺環境との調和

に配慮した計画とします。 

 
（３）鳴門市地域防災計画：平成２９年（２０１７年）度 ～ 

各地域におけるさまざまな災害に対して防災の万全を期するため、災害予防、災害応急対策

及び災害復旧復興対策の観点から、総合的かつ基本的な防災対策を定めています。 

新庁舎の整備にあたっては、災害の発生に伴い直面する各段階に対応した円滑な活動ができ

るよう、必要機能を備えた計画とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１章 基本計画策定の趣旨 

 2 

（４）鳴門市公共施設等総合管理計画 
：平成２９年（２０１７年）度 ～ 平成３８年（２０２６年）度 

鳴門市の公共施設等全体の状況を把握し、全庁的、総合的な管理を継続的に推進するため、

公共施設等の今後のあり方や総量の最適化などについて基本的な方向性を定めたものです。 

当該計画においては、現本庁舎について、市民サービスの拠点施設、災害発生時における  

拠点施設であることから、平成３５年度に耐用年数である築６０年目を迎えることを見据え、

更新に向けた検討を行うという方向性を示しています。 

また、施設の利便性向上などの観点から、水道会館や共済会館などのその他庁舎については、

現本庁舎の更新に合わせた施設の集約について検討を行うこととしています。 

新庁舎の整備にあたっては、「鳴門市公共施設等総合管理計画」の目的に従い、長期的視点

に立ち、ライフサイクルコストの縮減に向けた建物の長寿命化や継続的な保全管理に配慮した

計画とします。  

 

３．基本計画の位置づけ 

新庁舎建設基本計画とは、新庁舎がどうあるべきか、目指すべき方向性を基本理念として 

掲げ、それを実現するための手法や方策、具体化を前提とした規模や配置などの施設計画を 

示すものであり、次のステップである基本設計や実施設計を行う際に守るべき条件を示すもの

として定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本計画 【建設の具体的な整備方針の整理】 

 現状と課題 

 建設位置 

 基本理念・基本方針 
 導入機能 
 庁舎の規模 

 事業手法 

 事業スケジュール 

 概算事業費 
 財源  など 

 

基本設計・実施設計など 【建設に向けての具体的な設計】 

 建築の仕様・詳細決定 

 設備の仕様・詳細決定 

 設計図書の作成 

 概算事業費の精査 

 工事費の決定 

 発注準備  など 
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第２章 新庁舎建設の課題と必要性 

１．現本庁舎の現状と課題 

現本庁舎は、耐震性能の不足により、災害時において防災拠点施設として機能しなくなる 

可能性があります。また、施設・設備ともに老朽化が著しいことに加え、バリアフリー対応へ

の不足といった課題を抱えていますが、建物の構造上、抜本的な構造改修は困難な状況です。 

 
（１）防災拠点機能の状況 

平成２３年に発生した東北地方太平洋沖地震以降、災害対策や救援活動の指揮を担うべき 

自治体庁舎の在り方が問われてきました。 

また、平成２８年熊本地震の被害から得られた教訓として、震度７レベルの大地震が複数回

発生することも想定した場合、従来の耐震改修では業務を継続し、施設として十分な機能を 

発揮することが難しい可能性があるといわれるようになりました。 

現本庁舎については、平成１６年度に耐震診断を行った結果、「地震の震動及び衝撃に対し

て倒壊し、または崩壊する危険性がある」という結果（Ｉｓ値＝０.４７）が出ています。 

 
（２）市民サービス機能・老朽化の状況 

現本庁舎は竣工後５５年が経過しており、施設の老朽化や狭あい化が進み、待合スペースの 

混雑や駐車場の不足、執務空間や会議室の不足など、市民に快適な行政サービスを提供する 

には多くの課題を抱えています。 

 
（３）バリアフリー性能の状況 

多様な来庁者を迎える公共施設としてのバリアフリーやユニバーサルデザインの考え方が

反映されておらず、公共サービスを提供する施設としてその役割を充分に果たしていると言え

ないのが現状です。 

 
（４）庁舎配置の状況 

現在、主に行政事務を行っている庁舎施設は、６棟の建物に分散しており、一度の来庁で  

複数の用事を済ませることが物理的に難しい状態です。また、庁舎施設が分散していることで、

行政内部の連絡調整、連携が図りにくい、単一の庁舎に比してランニングコストが高くなる 

などの課題を抱えています。 

 

２．新庁舎建設の必要性 

前述のようなさまざまな課題に加え、政府の地震調査委員会が発表した南海トラフ巨大地震

の今後３０年以内の発生確率が７０％から最大８０％にまで引き上げられたことから、南海 

トラフ地震防災対策推進地域に指定される本市においては、市民の生活を支える基幹施設で 

ある市役所本庁舎の早急な耐震性能確保が求められています。 

また、平成２８年度に策定した「鳴門市公共施設等総合管理計画」に掲げる公共施設の総量

最適化、市民の利便性向上の観点から、市内に分散する庁舎施設の集約も急務であることなど

から、本市の庁舎施設を集約した新庁舎の建設が必要となっています。 
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３．新庁舎の整備方針 【関連資料：資料編５ページ】 

庁舎施設の集約を前提とした新庁舎の整備方針として、「現本庁舎を残しつつ、その他庁舎

の機能を集約する２棟体制案（以下、２棟体制案）」と「全６庁舎の機能を集約する１棟体制

案（以下、１棟体制案）」の２案について、前述の現状と課題、新庁舎建設の必要性を踏まえ

て比較検討した結果、１棟への集約による利便性の向上、ライフサイクルコストの縮減、全体

工期の圧縮、施設総量の抑制、津波対策への対応といった点において、「１棟体制案」が優れ

ていると判断し、新庁舎を「１棟体制案」により整備することにしました。 

なお、市民アンケートの結果や施設の最適配置の観点などから、現本庁舎、共済会館、市民

会館などについては解体撤去し、新庁舎を建設することとします。 
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第３章 新庁舎の基本理念・基本方針 

１．基本理念 

「市民の生活を支える」という、従来の市役所庁舎の位置づけを堅持しつつ、これまで以上

に、市民に親しまれ、市民の絆をはぐくむ「つながりの拠点」となることを目指すとともに、

防災災害対応拠点として、「市民の生命と財産、生活をまもる最前線基地」となることを目指

すため、新庁舎建設事業の根幹をなす基本的目標として、以下のとおり基本理念を設定します。 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【新庁舎建設の基本理念】 

市民の安全安心をまもり、絆をはぐくむ鳴門らしい庁舎 
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２．基本方針 

新庁舎建設の具体的な方向性を示すものとして、以下のとおり５つの基本方針を設定します。 

 
基本方針１：誰もが利用しやすく、質の高い市民サービスを提供する庁舎 

 市内に分散している庁舎機能を集約するとともに、市民が多く利用する窓口を集約し、ワン

フロアで対応できる体制を整えます。 

 誰もが安心かつ快適に利用できるよう、人材の育成などのソフト面の充実に加え、ユニバー

サルデザインの導入を図ります。 

 「わかりやすくて迷わない」、「手続きが早く済む」、「安心して相談・手続きができる」

に注力した仕組みを取り入れます。 

 市民サービス向上のため、業務改革に加え、職員の業務効率の向上につながる機能の導入を

図ります。 

 
基本方針２：防災拠点にふさわしい、安全安心な庁舎 

 南海トラフ巨大地震や中央構造線活断層地震などの大規模地震の発生に備え、高い耐震安全

性を確保するとともに、被災後においても業務が継続できる性能を確保します。 

 津波による浸水被害に備え、災害レベルと発生確率を考慮した複合的な浸水対策を導入しま

す。 

 災害時と平常時という垣根を取り除いた、フェーズフリーの観点に基づいた庁舎環境の整備

を図ります。 

 開かれた市役所庁舎とすることを前提に、市民などの重要な情報を守るため、十分なセキュ

リティレベルを確保します。 

 
基本方針３：市民がつどい、親しまれる庁舎 

 市民が市役所を身近に感じられるよう、内部空間の設計設備に配慮するとともに、会議室や

付帯設備など、市民が利用できる交流スペースの導入を検討します。 

 市政に関する情報や、市民活動に関する情報を発信する情報スペースの整備を行います。 

 市民が鳴門の魅力を再発見でき、地域への誇りと愛着を深めるような仕組みを検討します。 

 

基本方針４：経済的で将来の変化に対応できる庁舎 

 施設の長寿命化や維持管理の効率性など、ライフサイクルコストを考慮した経済効率の高い

庁舎整備を図ります。 

 社会情勢や市民ニーズなど、本市を取り巻く環境の変化に対応できる将来性と柔軟性を兼ね

備えた機能と空間の整備を図ります。 

 最新のＩＣＴ・ＩｏＴ技術などの積極的な導入を検討し、今後の情報技術の進展にも対応 

した環境整備を図るとともに、事務管理負担の省力化や人件費の軽減を図ります。 

 

基本方針５：環境にやさしく、周辺環境と調和した庁舎 

 環境負荷の軽減を図るため、省資源・省エネルギー施設設備の導入を図り、また、再生可能

エネルギーの導入について検討します。 

 建物本体での省エネルギー化に向け、自然光、自然通風、ＬＥＤ照明などの採用を検討しま

す。 

 周辺環境との調和を図るため、良好な景観形成を目指します。 
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第４章 新庁舎の導入機能 

新庁舎の導入機能は、５つの基本方針に基づき設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※ 次ページ以降に掲げる導入機能については、基本設計時においてさらに詳細な検討を行うこと

とします。 

 

 

 

＜基本方針＞ 

基本方針１ 

誰もが利用しやすく、質の高い市民

サービスを提供する庁舎 

基本方針２ 

防災拠点にふさわしい、安全安心な

庁舎 

１．窓口・相談機能 

３．防災・セキュリティ機能 

４．耐震・浸水対策機能 

２．ユニバーサルデザイン 

７．議会機能 

５．フェーズフリー 

基本方針３ 

市民がつどい、親しまれる庁舎 

基本方針４ 

経済的で将来の変化に対応できる

庁舎 

基本方針５ 

環境にやさしく、周辺環境と調和 

した庁舎 

１０．環境負荷の低減 

６．情報発信・交流機能 

８．執務機能 

９．ライフサイクルコスト縮減 

１１．周辺環境との調和・歴史の継承 

＜導入機能＞ 
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１．窓口・相談機能 

窓口業務を担う関係課をできるだけ低層階に集約し、市民の利便性を重視した配置とします。 

また、各窓口では、手続きに伴う各種の相談ができるようプライバシーに配慮します。 

 
（１）窓口サービス 
・ 市民利用の多い窓口を極力低層階のワンフロアに集約します。 

・ ゆとりのある待合スペースを確保します。 

・ 総合案内や相談窓口へのフロアマネージャーの配置など、来庁者が利用しやすい仕組みを検

討します。 

・ 証明書などを発行する窓口は、ワンストップサービスを継続し、相談が伴う窓口の分離を検

討します。 

・ 手続きの円滑化を図るため、受付案内カードの導入などスムーズな受付対応の方法について

検討します。 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
（２）窓口スペース 
・ 高齢者や身体が不自由な方など、移動が困難な方のため、ワンストップで対応できるカウン

ターの設置を検討します。 

・ 迅速な対応が求められる窓口には、ハイカウンターを設置するなど、受付内容に応じた   

カウンターの設置を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【窓口のイメージ（北本市ＨＰ）】 【総合窓口のイメージ（佐賀市ＨＰ）】 

【カウンターイメージ（熊野市ＨＰ）】 【カウンターイメージ（阿南市ＨＰ）】 
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（３）相談スペース 
・ プライバシーに配慮した相談スペースや個室の相談室の設置を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）案内表示 
・ 窓口案内サインは、見やすく、わかりやすい表示とします。 

・ 多言語対応による表示を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【相談室のイメージ（太子市ＨＰ）】 【相談室のイメージ（熊野市ＨＰ）】 
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２．ユニバーサルデザイン 

高齢者や障がい者をはじめ、来庁者や職員の誰もが安全で快適に利用できる庁舎とするため、

ユニバーサルデザイン※１を導入します。 

 

（１）わかりやすさへの配慮 
・ わかりやすさを優先した案内サインを導入します。カラーユニバーサルデザイン※２への対応

をはじめ、壁や柱面の色分けや、課係名に加えて手続き内容を表示する看板などの視覚情報

や音声情報、触知情報などの設備機能を検討し、初めて訪れた来庁者にもわかりやすい庁舎

とします。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

（２）快適な移動空間 
・ 敷地内通路は、複雑な移動とならないようにわかりやすく連続性のある移動経路とします。 

・ 庁舎内の廊下は、車椅子やベビーカー利用者にも配慮し、段差解消やゆとりがある幅、転回

ができるスペースを設けます。また、上下階への移動が容易となるように、エレベーターを

設置し、エレベーターや階段は、主要な出入り口からわかりやすい配置とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ ユニバーサルデザイン：障がいの有無や年齢、性別、人種などにかかわらず、すべての人々

が利用しやすいように製品やサービスや環境をデザインする考え方。 

※２ カラーユニバーサルデザイン：色の見え方の多様性に配慮し、より多くの人に利用しやす

い配色を行った施設、サービス、情報などを提供するという考え方。 

【わかりやすい案内掲示板（左京区）】 【わかりやすい窓口（茅ヶ崎市）】 

【わかりやすい移動経路 

（高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準）】 

【わかりやすい位置にある階段 

（北広島市役所）】 
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（３）多様な利用者への配慮 
・ 子ども連れの来庁者のために、授乳室やベビーベッド、キッズスペースなどの設置を検討します。 

・ 各階の適切な位置に衛生的で清潔感のあるトイレを配置します。 

・ トイレには、オストメイトや車椅子対応の多目的トイレを併設するとともに、子育て世代や

高齢者などさまざまな来庁者に対応するため、チャイルドシートや手すりを設置します。 

・ 簡易型多機能トイレの設置を検討します。 

・ 利用者の利便性を促進するため、庁舎敷地内へのバスの乗り入れについて検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）駐車場 
・ 車椅子利用者や妊婦、障がい者用の駐車場は、庁舎から出入りしやすい位置に適正な台数分

を用意し、雨天時などの利用にも配慮します。 

・ 市民アンケートにおいて、最も多く要望のあった来庁者用駐車場については、従来のように

分断することなく、まとまった区画に一体的に整備を行うとともに、周辺道路への出入りが

しやすいような工夫にも配慮します。 

・ 駐車場は、イベント時などに活用できる多目的エリアとしての整備も検討します。 

・ 市役所敷地の有効活用に向け、自走式立体駐車場の整備について検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【多目的トイレ（愛西市ＨＰ）】 【キッズスペース（箕面市ＨＰ）】 

【優先駐車場（岩内町役場）】 
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３．防災・セキュリティ機能 

（１）防災機能 
災害時における救援活動や復興活動の拠点としての機能強化を図り、市民の安全と安心を 

確保するため、災害の各段階に応じ、必要な機能を整備します。 

また、「防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドライン」を参考とし、防災機能を  

検討します。 

 

①災害対策本部機能 

・ 災害対策の意思決定機関である災害対策本部（部長職以上の対策組織）の本部会議室と、  

情報の収集、整理、分析を行うための災害対策室を分けるなど、災害対策活動が円滑に行え

る諸室整備を行います。 

・ 本部会議室は、市長室、副市長室に近い場所に設置します。 

・ 災害対策時の国、徳島県、消防署、警察署、自衛隊など外部からの職員の受け入れを考慮し

つつ、災害対策要員が集中的に活動できるように十分なスペースを確保します。 

・ 消防本部との情報共有及び情報伝達の確実性を確保するため、パソコンによる会議システム

などの導入を検討します。 

・ 新庁舎を耐震性、安全性を有する構造とし、地震時の災害対策本部機能の維持を図ります。 

・ 非常用発電装置により停電時でも電源が確保され、各関係機関からの情報収集や各対策班と

の連絡が可能となる通信手段として防災無線、LAN、電話回線などを整備します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【災害対策本部としても使える会議室のイメージ 

(左：呉市ＨＰ 右:豊島区ＨＰ)】 
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②具体的な対策 

・ さまざまな資材、物資や消耗品を保管する防災備蓄倉庫の設置を検討します。 

・ 災害時に防災広場となる庁舎前広場都市緑地の配置とマンホールトイレ※１の設置を検討します。 

・ 災害時の利用を想定し、仮眠室にはトイレ、シャワー、風呂の整備を検討します。 

・ 休憩室や控室や授乳室は救護室として利用を検討します。 

・ 災害時の利用を想定し、ヘリポート機能の整備についても検討します。 

 

③ライフライン途絶時の対応 

・ 災害時でも通常業務を継続できる自立性を備えたライフラインを構築するために、電気、給

排水、空調、情報などに対するバックアップ機能を導入します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ マンホールトイレ：下水道管路にあるマンホールの上に簡易な便座やパネルを設け、災害時、

迅速にトイレ機能を確保するものです。（参考文献：国土交通省ＨＰ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【マンホールトイレ設置イメージ(堺市上下水道局ＨＰ)】 
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（２）セキュリティ機能 
庁舎内では、個人情報や行政情報などの重要な情報を取り扱うため、情報の保護及び防犯 

などのセキュリティ対策を適切に行います。 

 

①情報管理と防犯を考慮した施設整備 

・ 執務室内は職員専用エリアとして位置づけ、職員以外の来庁者などとの対応は、窓口カウン

ターや執務室外の打ち合せコーナー、会議室などで行うことを基本とします。 

・ 書庫や倉庫などの諸室は、職員の利便性にも配慮しながら、施錠できる設備を導入します。 

・ 必要な箇所への防犯カメラなどの設置について検討します。 

 

②セキュリティ対策の強化 

・ 庁舎内のセキュリティは、重要度に応じた段階的なセキュリティレベルを設定し、ＩＣカー

ドや指紋認証などによる入退室管理の導入について検討します。 

・ 市民が利用する共用エリアと執務エリアを区分し、適切なセキュリティ対策を講じます。 

・ 書庫や出力機器類（プリンター、コピー機など）は、個人情報の保護のため、職員以外の目

に触れにくいよう、職員専用エリア内に配置します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【レベル２】 共用廊下、窓口、待合など 

【レベル１】 ホール、ロビー、トイレなど 

 

【レベル３】 執務室、一般書庫、更衣室、 

スタッフ通路など 

【レベル４】 
市長室、議会 など 

【レベル５】 
サーバー室、機械室 など 

会 

議 

室 

低 

高 

〈セキュリティレベルの設定事例〉 

【IC カード利用のイメージ(メーカーＨＰ)】 【指紋認証のイメージ(メーカーＨＰ)】 
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４．耐震・浸水対策機能 

（１）耐震機能 
地震時において、市民が安全に利用できる基本的な機能や設備を維持するため、耐震性能の 

高い安全な庁舎とします。 

 

①耐震安全性の確保 

・ 新庁舎の耐震安全性の基準については、国土交通省による「官庁施設の総合耐震計画基準」

に準じ、災害応急対策活動に必要な官庁施設として備えるべき耐震安全性を確保します。 

 

＜耐震安全性基準（官庁施設の総合耐震計画基準）出典：国土交通省＞ 

部位 分類 耐震安全性の目標 

構造体 

Ⅰ類 
大地震動後、構造体の補修をすることなく建築物を使用できることを目標とし、

人命の安全確保に加えて十分な機能確保が図られている。（重要度係数は１.５） 

Ⅱ類 

大地震動後、構造体の大きな補修をすることなく建築物を使用できることを 

目標とし、人命の安全確保に加えて十分な機能確保が図られている。（重要度 

係数は１.２５） 

Ⅲ類 

大地震動により構造体の部分的な損傷は生じるが、建築物全体の耐力の低下は

著しくないことを目標とし、人命の安全確保が図られている。（重要度係数は 

１.０） 

建築非構造部材 

※１ 

Ａ類 

大地震動後、災害応急対策活動や被災者の受け入れの円滑な実施、または危険

物の管理のうえで、支障となる建築非構造部材の損傷、移動などが発生しない

ことを目標とし、人命の安全確保に加えて十分な機能確保が図られている。 

Ｂ類 
大地震動により建築非構造部材の損傷、移動などが発生する場合でも、人命の

安全確保と二次災害の防止が図られている。 

建築設備 
※２ 

甲類 
大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られているとともに、 

大きな補修をすることなく、必要な設備機能を相当期間継続できる。 

乙類 大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られている。 

 

・ 通常の耐震基準では、震度６強の地震に対して倒壊しないような強度が求められています。 

・ 新庁舎は、防災対策の拠点となる施設であることから、構造体「Ⅰ類」、建築非構造部材   

「Ａ類」、建築設備「甲類」に相当する性能を持たせる方針とし、十分な耐震安全性を確保  

します。 

・ 構造体「Ⅰ類」の設定とするため、重要度係数に基づき、通常の耐震基準の１.５倍の構造  

強度設計を行います。 

 

②構造方式の検討 

・ 新庁舎における構造形式は、地震の揺れを抑制でき、地震発生時の業務の継続性が高い  

「免震構造」を基本とし、地質調査などを踏まえ、詳細な検討は基本設計で行います。 

 

 

※１ 建築非構造部材：天井材、照明器具、窓ガラス窓枠、外壁仕上げ材、外壁取付物、屋上    

設置物、内壁（内装材）、収納棚など。 

※２ 建築設備：配管、ダクト、ケーブルラック、キュービクル、発電機、ボイラーなど。 
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（２）浸水対策機能 
水害時に、浸水程度に応じて最低限の機能を維持しつつ、浸水後の早期復旧に配慮した庁舎

とします。 

 

①水害レベルの想定 

・ 洪水ハザードマップや、津波防災地域づくりに関する法律第５３条第２項に基づき、徳島県

が平成２６年３月に公示した、津波による基準水位に基づいた想定を用います。 

 

②施設整備の対策 

・ 水害レベルに対する施設整備上の対策として、災害対策活動を行う会議室や設備システム 

などの上階への設置や電話、放送、受変電設備などの系統の分離を行います。また、電力、

通信の予備引き込み設備や配管保護シャフトなどを検討します。 

・ バリアフリーや周辺環境に配慮しつつ、南海トラフ巨大地震において想定される津波の最大

基準水位を考慮し、地盤の嵩上げ、１階部分のピロティ化など、さまざまな工法による対策

を基本設計の中で検討します。 

・ 公用車の浸水対策として、自走式立体駐車場の整備について検討します。 
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５．フェーズフリー 

「フェーズフリー」とは、平常時や災害時などの社会の状態にかかわらず、いずれの状況下

においても、適切な生活の質を確保する上で支障となる物理的な障害や、精神的な障壁を取り

除くための施策及びそれを実現する概念をいいます。 

新庁舎建設にあたっては、防災拠点施設として整備する設備・機能が災害時にのみ、その  

価値を発揮するのではなく、平常時から来庁者や職員などの利用者の役に立つ、また、平常時

に利用する設備・機能が災害時にも役に立つことで防災拠点としての機能をさらに高めると 

いうような、「フェーズフリー」の観点に基づいた庁舎整備を図ります。 

具体的には、災害の察知から復旧・復興まで、災害の発生に伴い直面する各段階に対応した

機能の整備を検討することとします。 

 

（１）災害察知・早期警報機能 
・ 自然の変化や予報・注意報などによって、迫り来る災害を察知し、知らせるとともに、平常

時にも市民や職員に資する機能。 

自然の光や風を利用することで省エネルギー化を図る一方、自然の変化により災害を察知

しやすい環境を整備するなど。 

 
（２）発生時対応機能 
・ 突発的に発生する災害に対応し、人的・物的・経済的被害を抑制するとともに、平常時にも

市民や市職員に資する機能。 

組織変更があっても、「ユニバーサルレイアウト」（２３ページを参照のこと）を採用する

ことでオフィスコストの抑制や十分な動線を確保する一方、什器の固定化も可能となる 

ことから、地震時の人的被害を未然に防ぐなど。 

 
（３）被害評価機能 
・ 災害への対応を迅速かつ適切に行うために、被害の程度を評価・把握できるとともに、平常

時にも市民や職員に資する機能。 

天井や壁に、設備機器や配管のメンテナンスや更新に必要な点検口などを適切に設ける 

ことで、日常のメンテナンスが容易になる一方、災害発生後の建物・設備の被害状況が  

掴みやすく、必要な対応策の把握・修繕も容易になるなど。 

 
（４）災害対応機能 
・ 被災者の救命・救助・救援活動や、２次災害を防止できるとともに、平常時にも市民や職員

に資する機能。 

休憩室や相談室、授乳室を適切に設けることで、来庁者や市職員の利便性を向上させる  

一方、災害発生時には救護室などとしても活用できるなど。 

 
（５）復旧・復興機能 
・ 地域や社会が日常に戻るまでの復旧・復興を支えるとともに、平常時にも市民や職員に資す

る機能。 

計画敷地内の一部に緑地を確保することで、来庁者が憩いを感じられるようになる一方、

災害発生後には、災害廃棄物の仮置場として活用するなど。 
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６．情報発信・交流機能 

情報発信スペースやフリー（交流）スペースを設置し、来庁者の利便性の向上を図ります。 

 

（１）情報発信スペース 
・ デジタルサイネージを設置するなど、市政情報や観光情報の発信を行います。 

・ 交流スペースに市民が気軽にパソコンを利用して市民情報を取得することができる情報端末

の設置を検討します。 

・ 市の施策やイベントのパネル展示、行政資料などを提供するコーナーの設置を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）交流スペース 
・ 休日には市民が憩う多目的スペースとして開放し、また、必要時には間仕切ることで会議室

として利用できる空間の設置を検討します。 

・ 市民が自由に打ち合わせや待合の時間を過ごすことができるフリー（交流）スペースの設置

を検討します。 

・ 臨時の事務や小規模のイベント（ロビーコンサートなど）、協働の取り組みなど、多目的に利

用できる可変性を持った空間構成や設備について検討します。 

・ 市民活動の発表の場としての市民ギャラリーについて、整備を検討します。 

・ 来庁者が気軽に立ち寄り、利用できるカフェコーナー（ドリンクコーナー含む）などの設置

について検討します。 

・ 自然や木のぬくもりを感じさせるなど、親しみやすくかつ利用しやすい空間デザインに配慮

します。 

・ 来庁者の利便施設として、ＡＴＭコーナーを利用しやすい場所に設置します。 

・ 来庁者がつどい、交流が生まれるように、計画敷地内の一部に緑地帯を確保するなど、屋外

空間の有効活用について検討します。 

・ フリーＷｉＦｉ環境を整備することで、来庁者が観光情報などを入手しやすい環境づくりを

行います。 

 

 

 

 

 

【情報発信スペースイメージ（左：秋田市ＨＰ 右：立川市ＨＰ）】 
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【左：第九の里コンサート（市ＨＰ） 右：ウチノ海公園ひな祭り（市ＨＰ）】 

【左：うずっこタウン（市ＨＰ） 右：交流スペースイメージ（茅ヶ崎市）】 

【交流スペースイメージ（甲府市）】 
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７．議会機能 

議会機能については、市の議決機関としての独立性を考慮するとともに、効率的な議会運営

に対応できるよう整備します。 

 

（１）議会フロア 
・ 議会機能は１つのフロアに集約し、新庁舎の上層階への配置を基本として検討します。 

・ 議場や委員会室などの議会関連諸室の動線に配慮するとともに、セキュリティ機能を整備し

ます。 

 

（２）議場 
・ 議場の配置形式については、多角的に検討します。 

・ 将来の議席数の変動にも対応できる設備とします。 

・ 本会議のモニター中継など、情報発信環境の整備について検討します。 

・ 議場内の床形状については、バリアフリーにも配慮した設備とします。 

・ 傍聴席は車椅子に対応できるようにするなど、障がい者などに配慮した設備とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）議会関連諸室 
・ 議会関連諸室は、正副議長室、議会応接室、議員控室、委員会室、議会図書室、議会事務局

など必要な規模や機能を検討し、整備します。 

・ 各諸室は必要に応じ、防音対策、プライバシーの確保などに配慮した設備とします。 

・ 議員控室は、将来の必要面積の変動にも対応できるよう可動間仕切りの設置を検討します。 

・ 議会事務局は、来訪者への対応や議員、職員の打合せにも利用できる執務スペースを確保し

ます。

【車イス用スペースがある傍聴席イメージ（龍ケ崎市ＨＰ）】 【バリアフリーのイメージ（飯塚市ＨＰ）】 
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８．執務機能 

職員が将来にわたり、効率的効果的に業務を行うことができる執務空間とします。 

 

（１）執務能率の向上 
・ 情報管理やプライバシーへの配慮が必要な所属を除き、部や課ごとに間仕切りするような執

務室の個室化や細分化を原則行わず、見渡しの良いオープンなフロア構成とします。 

・ 執務室は、適切な奥行きと空間を確保し、スペース効率の良い設計とします。 

・ 執務室に隣接して、相談室や打合わせコーナーを適切に配置します。 

・ 職員が効率的に行政サービスを提供できるよう、ゆとりあるスペースを確保します。 

・ 適正な労働環境の確保と効率的な業務のためリフレッシュルームの設置を検討します。 

・ 更衣室は集約し、効率的な配置とします。 

・ 職員が２４時間体制で災害対策に従事できる仮眠室やシャワー室などの設置を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【リフレッシュルームのイメージ(左：青梅市ＨＰ 右：西予市ＨＰ)】 

【休憩室のイメージ(左：太子町ＨＰ 右：呉市)】 
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（２）柔軟性可変性の確保 
・ 執務室は、組織見直しなどに柔軟に対応するため、机のレイアウトを変更せずに「人」「書類」

の移動のみで対応可能なユニバーサルレイアウト※１の導入を検討します。 

・ 会議室は、利用規模や用途に合わせて柔軟に空間を変えることのできるよう、必要に応じ可

動間仕切りなどを採用します。 

・ 書庫は、将来を想定した書類収納計画のもとに配置を行います。 

 

 

 

 

 

     

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

（３）スペースのコンパクト化 
・ 書庫、倉庫などの業務支援諸室やコピー機、プリンターなどのＯＡ機器を集約配置します。 

・ 書庫は、集密書架などスペース効率の良い設備を導入します。 

・ 文書管理の基準や運用を見直し、保管保存文書量の削減に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【オープンフロアのイメージ(志摩市ＨＰ)】 
【執務室のイメージ(青梅市ＨＰ)】 

【書庫・倉庫のイメージ(吉野川市)】 【書庫・倉庫のイメージ(大仙市ＨＰ)】 
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（４）ＩＣＴ化・ＩｏＴ化への対応 
・ ＯＡフロア※２を採用し、ＯＡ機器やその他の通信、情報処理装置を機能的に配置できる  

よう、配線スペースを確保します。 

・ 会議などで液晶ディスプレーやプロジェクターが容易に利用できるよう、費用対効果を  

見極めながら会議室のＩＣＴ※３化、ＩｏＴ※４化を検討します。 

・ ペーパーレス化を目指した電子決裁システムの導入や、ノートパソコンへの切り替え、電子

会議にも対応した設備の導入を検討します。 

・ ＡＩ（人工知能）などの活用による、一部の窓口業務や事務作業における事務負担の省力化

や人件費の軽減を目指し、実証実験の実施などについて検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）快適で安全な執務空間 
・ レイアウトの工夫などにより、適切な明るさを確保した執務空間を整備します。 

・ 災害時の避難経路については、通路空間の確保を優先したレイアウトとし、必要に応じてロ

ッカーなどの固定化を図ることで地震時にも安全に避難できるよう整備します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ ユニバーサルレイアウト：部門構成に依存せずに机の構成や配置を均一に設定し、物を  

動かさずに人が動いてレイアウトを変更する机配置のこと。 

※２ ＯＡフロア：床を二重にすることで、床下に電源や通信用のケーブルなどを収納し、床上

の机やＯＡ機器などの配置に影響されずに配線することができる床構造のこと。 

※３ ＩＣＴ：「Information and Communication Technology（情報通信技術）」の略で、

情報・通信に関する技術の総称。主に通信技術を活用したコミュニケーションのこと。 

※４ ＩｏＴ：「Internet of Things（モノのインターネット）」の略で、センサーと通信機能が

【OA フロアのイメージ(長門市ＨＰ)】 【会議室のイメージ(武雄市ＨＰ)】 
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組み込まれた「モノ」が、インターネットを通じてあらゆる「モノ」と繋がり、互いの情報、

機能を補完し、共生し合うことで相互に制御する仕組みのこと。 

９．ライフサイクルコスト縮減 

新庁舎建設にあたっては、建築物の長寿命化、維持管理費用、修繕や更新費用などのライフ

サイクルコスト※１の縮減に考慮した経済効率の高い庁舎を目指します。 

 

（１）建築物の長寿命化 
・ 柱、梁、床などの構造体の高耐久化を図るとともに、屋上の防水や外壁などの修繕が容易に

行えるよう配慮します。 

・ 内装材、外装材及び防水材については、耐久性の高い材料や修繕、更新が容易な一般普及品

などを積極的に採用します。 

 

（２）柔軟性可変性の確保 
・ 改修や利用変更に対応できる柔軟性を確保するため、費用対効果を見極めながら、可動間仕

切壁の採用、床荷重や階高の余裕度設定などを検討します。 

・ 建築設備システムは、余裕度を見込んだ機器容量の設定のほか、機器の増設を考慮した   

スペースやシステムとします。 

 

（３）保全更新時の作業性への配慮 
・ 配管、配線、ダクトスペースは、点検や保守などが容易に行えるよう配慮して設置します。 

・ 窓、外壁、設備機器などの清掃、点検や保守に必要な設備機器を設置します。 

・ 冷暖房、給排水、電気設備などのゾーニングや系統分けの細分化などにより、執務形態の変

更への対応や機器更新時の作業性に配慮します。 

・ 機器搬入路の確保などにより、設備機器などの更新が経済的かつ容易に行えるよう配慮  

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ ライフサイクルコスト：建築物などの費用を、初期建設費（イニシャルコスト）と、光熱

水費、保全費、改修費、更新費など（ランニングコスト）を合わせ、建築物などにかかる   

費用をトータルして考えたもの。 

【余裕のある機械室（岩内町役場）】 

 

【機器の増設を考慮した電気室（岩内町役場）】 
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１０．環境負荷の低減 

地球環境への影響を最小限に抑えるよう、環境負荷低減策について積極的に取り組んでいく

ため、国が推進する環境配慮型官庁施設（グリーン庁舎）※１やネットゼロエネルギービル  

（ＺＥＢ）※２の実現を目指すこととします。また、自然エネルギーの活用や省エネルギー化の

推進などの検討にあたっては費用対効果を比較検証しながら、本市に適した手法を導入します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 環境配慮型官庁施設（グリーン庁舎）： 

・ 国土交通省が推進するグリーン庁舎とは、建築物のライフサイクルを通して環境負荷の低減

に配慮し、日本の建築分野における環境保全対策の規範となる「環境負荷低減に配慮した官

庁施設」のこと。 

※２ ネットゼロエネルギービル（ＺＥＢ）： 

・ 建物の運用段階でのエネルギー消費量を、省エネルギー化や再生可能エネルギーの利用を通

して削減し、正味（ネット）でゼロ、又はおおむねゼロに近づける建築物のこと。 

・ 経済産業省では「２０２０年までに新築公共建築物などで、２０３０年までに新築建築物の

平均でＺＥＢを実現することを目指す｣とする政策目標が設定されている。 

・ 「創るエネルギー」技術の代表的なものとして、太陽光発電、風力発電、地中熱利用などが

ある。また、省エネルギー技術のうち負荷削減としては、断熱性能の向上、自然エネルギー

利用としては、自然採光や換気、機器の高効率化によるものとしては、ＬＥＤや照明制御、

熱源機や変圧器などがある。 
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（１）自然エネルギーの有効活用 
・ 費用対効果を見極めながら、太陽光発電設備の設置や地中熱利用など、再生可能エネルギー

の活用を検討します。 

・ 敷地内の屋外照明については、太陽電池を利用した設備の設置を検討します。 

・ 自然換気や自然採光の採り入れに配慮します。 

・ 雨水貯留槽によるトイレの洗浄や植栽への散水などの雨水利用について検討します。 

 

（２）省エネルギー化の推進 
・ 照明は、ＬＥＤ照明の導入や人感センサーによる点灯システム、調光システムを必要に応じ

て採用するとともに、冷暖房設備についても、省エネ効果の高い設備の導入を検討します。 

・ エネルギー使用量の推移データを記録できる「見える化」を行い、適切なエネルギーマネジ

メントを行える仕組みを検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）エネルギー損失の低減環境への負荷低減 
・ 建築物の向き、室の配置などについて配慮し、外壁を通した熱負荷の低減を努めます。 

・ 断熱性の高い工法資材の採用などにより、躯体を通した熱負荷の低減を努めます。 

・ 室内で発生した熱や汚染物質の拡散を抑制し、空調換気量の低減を努めます。 

・ 断熱効果に優れる工法の採用や高性能断熱材、高性能ガラスなどの導入を検討します。 

・ 温室効果ガスの排出量を抑制するため、ＬＥＤ照明、高効率給湯機や節水型トイレなどの低

炭素製品を積極的な採用を検討します。 

 

（４）エコマテリアル木材の利用 
・ 内装などに利用する材料は、エコマテリアル（環境負荷の少ない素材）の使用を検討します。 

・ 「徳島県県産材利用促進条例」に基づき、木材などによる内装の木質化を検討します。 

・ 部分的な更新が容易となるように、分解が容易な材料、モジュール材料などの採用に努めま

す。 

 

【太陽光発電（平川市ＨＰ）】 【「見える化モニター」のイメージ】 
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１１．周辺環境との調和・歴史の継承 

・ 「なると環境プラン２００４」で掲げられている「水辺と街道によって心と緑をつなげる歴史文

化が薫るまち」に基づき、歴史文化的な景観に配慮した庁舎づくりを行います。 

・ 新庁舎では、周辺環境などと調和した親しみのあるデザインを検討します。 

・ 周辺には文化会館や健康福祉交流センター（旧勤労青少年ホーム、旧老人福祉センター）な

ど、建築家故増田友也氏が設計した貴重な近代建築が残されています。新庁舎では、地域の

歴史的文脈に配慮し、これらの公共建築と調和した施設整備、環境整備を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【撫養川親水公園】 【トリーデなると】 

【撫養街道】 
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第５章 施設計画 

1. 庁舎の規模 

新庁舎の規模を算定するためには、新庁舎に配置する部署の検討が必要です。下表に新庁舎

への集約を検討する庁舎施設などの概要を整理します。 

 

名  称 
① 

現本庁舎 

② 

保険棟 

③ 

共済会館 

④分庁舎 

（教育委員会棟） 

建 築 年 
昭和３８年 

（築５５年） 

平成３年 

（築２７年） 

昭和４８年 

（築４５年） 

昭和５９年 

（築３４年） 

耐震性能 
なし 

（Ｉｓ値０．４７） 

あり 

（耐震診断未実施） 

なし 

（Ｉｓ値０．２８） 

あり 

（耐震診断未実施） 

延 面 積 ４,３１２．００㎡ ６４９．９０㎡ １,７６９．３０㎡ １,１２１．３１㎡ 

階  数 ３ ２ ３ ２ 

構  造 RC 軽量Ｓ RC RC 

標準耐用年数 
６０年 

（～平成３５年） 

４0 年 

（～平成４３年） 

６0 年 

（～平成４５年） 

60 年 

（～平成５６年） 

入居部署 

企画総務部（情報化推

進室を除く）、市民環

境部（環境局を除く）、

福祉事務所、会計課、

議会事務局、阿波銀行

出張所、法務局出張所 

保険課、長寿介護課 情報化推進室、人権推

進課、経済建設部（公

園緑地課及び経済局

を除く）、職員組合 

教育委員会、監査委員

事務局 

入居職員数 

（特別職・非正規含む）※２ 
１９６人 ４７人 ５７人 ５０人 

駐
車
場 

公用車用 ７５台 ７台 

来庁者用 １０８台（利用者の少ない共済会館南側駐車場を除く） １０台 

職員用 （①～⑤合計）文化会館北側駐車場：２２０台／新池駐車場：３０台※１ 
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名称 
⑤ 

うずしお会館 

⑥ 

水道会館 

⑦ 

旧堀部邸 

⑧ 

旧鳴門簡裁 

建築年 
昭和５９年 

（築３４年） 

昭和５８年 

（築３５年） 

昭和４２年 

（築５１年） 

昭和３９年 

（築５４年） 

耐震性能 
あり 

（耐震診断未実施） 

あり 

（耐震診断未実施） 

なし 

（耐震診断未実施） 

なし 

（耐震診断未実施） 

延面積 
２,１３９．５２㎡ 

（他用途部分を除く） 
１,８６５．２３㎡ １３２．６１㎡ ２８７．０４㎡ 

階数 
５ 

（３・５階は他用途） 
３ ２ ２ 

構造 ＳRC RC RC RC・軽量Ｓ 

標準耐用年数 
６０年 

（～平成５６年） 

６０年 

（～平成５５年） 

６０年 

（～平成３９年） 

６０年 

（～平成３６年） 

入居部署 
経済局、選挙管理委員

会事務局 

水道企画課、水道事業

課 

― ― 

入居職員数 

（特別職・非正規含む）※２ 
３６人 １９人 

― ― 

駐
車
場 

公用車用 ９台 １６台 ― ― 
来庁者用 ２０台 ４台 ― ― 
職員用 ※１ ３０台 ― ― 

 

 

 

 

名称 
⑨ 

立岩倉庫 

⑩ 

旧教育委員会棟 
備考 

建築年 
昭和４９年 

（築４４年） 

昭和５４年 

（築３９年） 

延面積： 

（本庁舎含む） 
１４,４７２.９１㎡ 

耐震性能 
なし 

（耐震診断未実施） 

なし 

（耐震診断未実施） 

延面積： 

（本庁舎含まない） 
１０,１６０.９１㎡ 

延面積 ８６４．００㎡ １,３３２．００㎡ 入居職員数： ４４３人※２ 

階数 ２ ４ ※２ ：①～⑥の合計４０５人に、健康福祉交

流センターやクリーンセンター、ウチノ海公園

に事務所を置く健康増進課や環境政策課、公園

緑地課３８人を含む 

構造 Ｓ RC 

標準耐用年数 
６０年 

（～平成４６年） 

６０年 

（～平成５１年） 

入居部署 ― ― 
公用車用駐車場：      １０７台 

来庁者用駐車場：           １４２台 

職員用駐車場：             ２８０台 

計：                       ５２９台 

入居職員数 

（特別職・非正規含む）※２ 

― ― 

駐
車
場 

公用車用 ― ― 

来庁者用 ― ― 

職員用 ― ― （※周辺有料駐車場利用台数：７０台） 
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（１）想定規模 
新庁舎の規模は、社会情勢や市民ニーズの変化による行政組織などの見直しにも対応できる

よう配慮するとともに、庁舎面積のコンパクト化や諸室の効率化、多機能化などの方策により、

機能的でコンパクトな庁舎を目指します。 

新庁舎の規模は、基本計画において、新庁舎へ配置する職員数の想定などを踏まえ、①総務

省の基準「起債許可標準面積算定基準」のほか、②「他都市の事例」に基づく算定方法、③   

「市町村役場機能緊急保全事業の起債対象経費の考え方」に基づく庁舎面積の算定、④「鳴門

市公共施設等総合管理計画」に掲げる基本目標に基づく庁舎面積の算定を参考に検討を行いま

す。 

 

①起債許可標準面積算定基準（総務省）による面積算定 

起債許可標準面積算定基準を使用した算定した事務室などの面積は下表のとおりです。 

これより、床面積は１１,９１０．１㎡と算出されます。 

※他市町村との比較のため、面積は車庫なしで算定しています。 

※当該基準には、市民交流や防災機能、福利厚生などに関するスペースは考慮されていません。 

 

室名区分 
職員数 

換算率 換算 基準 必要 

 役職区分 
（基準値） 職員数 面積 面積 

（人）  （人） （㎡） （㎡） 

①事務室 

特別職 ５．０ ２０．０ １００．０  

職員 

１人 

当たり 

４．５㎡ 

 

４５０．０ 

部長・次長級 １６．０ ９．０ １４４．０ ６４８．０ 

課長級 ３６．０ ５．０ １８０．０ ８１０．０ 

係長級 １４５．０ ２．０ ２９０．０ １,３０５．０ 

一般職員 

（非正規含む） 
２４１．０ １．０ ２４１．０ １,０８４．０ 

小計 ４４３．０  ９５５．０  ４,２９７．５ 

②倉庫 事務室面積 × １３％ ５５８．７ 

③会議室・トイレなど 常勤職員数 × ７．０㎡ ３,１０１．０ 

④玄関・ホール・廊下・階段など 各室面積 × ４０％ ３,１８２。９ 

⑤車庫   除外 

⑥議場・委員会控室・控室など 
議員定数 × ３５．０㎡＝  

７７０．０ 
２２人 × ３５．０㎡ 

合計  １１,９１０.1 

（平成３０年６月１日現在の職員数） 
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②他の自治体の事例に基づく面積算定 

過去10 年程度、人口3 万～9 万人程度の近隣自治体における新庁舎延床面積は下表のとお

りです。 

これより、床面積は１１,９９０．４㎡（人口当たり）～１３,１１２．８㎡（職員１人当たり）

と算出されます。 
 

自治体名 完成年 
人口 

（人） 

職員数 

（人） 

延面積 

（㎡） 

職員 

１人 

当たり 

面積 

（㎡） 

人口 

当たり 

面積 

（㎡／１００人） 

四万十市 （高知県） Ｈ２２ ３８,０００ ２５５ ９,５００ ３７．３ ２５．０ 

阿波市 （徳島県） Ｈ２６ ４１,０００ ３２１ ９,５００ ２９．６ ２３．２ 

観音寺市 （香川県） Ｈ２７ ６０,０００ ３３０ ９,５００ ２８．８ １５．８ 

洲本市 （兵庫県） Ｈ２９ ４５,０００ ３４４ １０,０００ ２９．１ ２２．２ 

阿南市 （徳島県） Ｈ２９ ７７,０００ ５３５ １７,０００ ３１．８ ２２．１ 

四国中央市 （愛媛県） Ｈ３０ ９０,０００ ４３８ １３,０００ ２９．７ １４．４ 

香南市 （高知県） Ｈ３２予定 ３３,０００ ３０６ ７,８００ ２５．５ ２３．６ 

坂出市 （香川県） Ｈ３２予定 ５４,０００ ２２０ ６,１００ ２７．７ １１．３ 

三好市 （徳島県） Ｈ３４予定 ２９,０００ ３００ ８,５００ ２６．７ ２７．６ 

平均      ２９．６ ２０．６ 

鳴門市 （徳島県） 
 

５８,２０６ ４４３ 
１１,９９０．４ 

(人口当たり) 
～ １３,１１２．８ 

(職員１人当たり) 

 
③市町村役場機能緊急保全事業の起債対象経費の考え方に基づく庁舎面積の算定 

市町村役場機能緊急保全事業の起債対象経費の考え方を下記に整理します。 

 

 
 
 

ここでいう「入居職員」とは、建替後の庁舎に入居する職員のうち、特別職や非正規雇用を

除く一般職員（公営企業会計に属するものを除く。）を示します。 

新庁舎への建替えに当たって、現在、職員を配置する本庁舎、保険棟、共済会館、分庁舎、

（教育委員会棟）、うずしお会館及び水道会館の６庁舎などを集約すると仮定した場合、起債

対象となる入居職員数は以下のとおりとなります。 

これより、床面積は１０,８０１．８㎡（３０６人×３５．３㎡）と算出されます。 
 

所属 
新庁舎への入居

者総数 

起債対象となる

入居職員数 
所属 

新庁舎への入居

者総数 

起債対象となる

入居職員数 

企画総務部 １０６人 ８１人 企業局 １９人 － 

市民環境部 ５７人 ４４人 教育委員会 ４６人 ３７人 

健康福祉部 １１３人 ７６人 各特別委員会 １６人 １３人 

経済建設部 ８６人 ５５人 合計 ４４３人 ３０６人 

消防本部 － － （平成３０年６月現在） 

 
 

庁舎建替事業費×標準面積÷新庁舎の面積 

（※標準面積：入居職員数×35.3 ㎡または、建替前面積のいずれか大きい面積） 
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④「鳴門市公共施設等総合管理計画」に掲げる基本目標に基づく庁舎面積の算定 

「鳴門市公共施設等総合管理計画」に掲げる基本目標「今後４０年間に公共施設の総延床 

面積を２０％以上削減」の達成に向け、公共施設の建替え集約にあたって遵守すべき延床面積

への制約は、以下のとおりです。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

これより、１０施設を集約した場合の目標延床面積は約１２,０００㎡となります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ａ：公共施設の建替え時には、従来施設から５％以上の延床面積の縮減を図る。 
ｂ：公共施設を集約する場合、集約される側の施設に関しては、従来施設から２５％

以上の延床面積の縮減を図る。 
 
集約する側となる「本庁舎」 

４,３１２.００㎡ × ０.９５＝４,０９６.４０㎡ … ａ 

 

集約される側となる「本庁舎」以外 

計１０,１６０.９１㎡×０.７５＝７,６２０.６８㎡ … ｂ 
 
ａ＋ｂ ＝ ４,０９６.４０㎡＋７,６２０.６８㎡ ＝ １１,７１７.０８㎡ 
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参 考 ： 新営一般庁舎面積算定基準（国土交通省）による面積算定 

新営一般庁舎面積算定基準を使用した算定した事務室などの面積は下表のとおりです。 

これより、床面積は８,０５７．８㎡と算出されます。 

なお、当該基準には、市民課や税務課、福祉部門などの市民窓口に関する面積や防災機能に

関する面積などが含まれておらず、来庁者の目的が多岐にわたる市役所等の公共施設にはそぐ

わないとされていることから、あくまで参考として取り扱うこととします。 

※他市町村との比較のため、面積は車庫なしで算定しています。 

※当該基準には、市民交流や防災機能、福利厚生などに関するスペースは考慮されていません。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

役職区分

特別職 5.0 18.0 90.0 326.7

部長・次長級 16.0 9.0 144.0 522.7

課長級 36.0 5.0 180.0 653.4

補佐級 58.0 2.5 145.0 526.4

係長級 87.0 1.8 156.6 568.5

一般職員（非正規含む） 241.0 1.0 241.0 874.8

小　　計 443.0 956.6 3,472.5

410.4

164.0

68.0

13.3

13.0

1.65

141.8

105.0

37.7

183.0

39.0

1,176.7

547.0

96.0

643.0

1,990.6

5.0

5.0

770.0

8,057.8

ｂ 電気室（冷暖房：高圧受電） 有効面積（①＋②）4,649.2 ㎡（3,000㎡以上5,000㎡未満）

ⅱ 運転手詰所

室耐等火構造庁舎は上記各面積合計の35％、但し必要に応じて40％可
（①（10％加算前）＋②＋③） × 0.40 ＝ 4,976.48 ㎡ × 0.40

合　　　　計

 ④交通部分（玄関、広間、廊下、階段室等）

小　　計

新営基準該当なし：総務省基準に準ずる    議員定数 × 35.0㎡ ＝

              22 人 ×      35.0 ㎡
 ⑥議場、委員会室、控室等

⑤
車
庫

6.5㎡～13.0㎡を標準とする

全職員数による所要面積（290人以上530人未満）

事務室面積（10％加算前）× 13％ ＝
         956.6 人 ×      3.3㎡ ×      13％

事務室

エ 宿直室（押入れ、踏込共）

1.65㎡×（人数×1/3）を標準とし、6.5㎡を最小とする（3人想定）＝

           1.65 ㎡ ×      3.0 人 ×      1/3

ア 倉庫

小　　計

イ 会議室等（大・中・小会議室）

ウ 電話交換室（交換手休憩室、所要付属室を含む）

有効面積（①＋②）4,649.2 ㎡（3,000㎡以上5,000㎡未満）ａ 機械室（冷暖房：一般庁舎）

室名区分

①
執
務
面
積

②
付
属
面
積

③
設
備
関
係
面
積 小　　計

シ 理髪店

サ 食堂及び喫茶店

カ 湯沸室

キ 受付及び巡視溜

ク 便所及び洗面所

ケ 医務室

コ 売店

職員1人
あたり

3.63㎡
（3.3㎡×

110％）

必要面積
（㎡）

職員数
（人）

換算率
（基準値）

換算
職員数（人）

基準面積
（㎡）

全職員数による所要面積（150人以上は0.32㎡/人）＝
           443 人 ×      0.32 ㎡/人

全職員数による所要面積（400人以上450人未満）

全職員150以上に設け、0.085 ㎡/人 ＝
           443 人 ×      0.085 ㎡/人

全職員数による所要面積（400人以上450人未満）

職員100人当たり40㎡・10人増毎4㎡加算
                4 ×      40 ㎡ ＋      4 ㎡

換算人員から回線数を求めて算出
換算人員 ＝      956.6 人      回線数 ＝      200

1人まで10㎡、1人増毎に3.3㎡加算（2人想定）＝
              10 ㎡ ＋      3.3 ㎡

1.65㎡ × 人数 ＝      1.65 ㎡ ×      3人
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（２）想定職員数 
規模算定に必要な新庁舎に配置する職員数は下記のとおりです。 

 

項目 特別職 部長職 課長職 
課長 

補佐職 
係長職 

一般職 

（非正規含

む） 

職員 

計 

新庁舎 

配置職員 

計 

５ １６ ３６ ５８ ８７ ２４１ ４４３ 

 

（３）規模設定の考え方 
（１）想定規模①～④及び（２）想定職員数から、基本計画における新庁舎の想定規模は、

おおむね１０,０００㎡～１２,０００㎡と想定します。 

なお、当該想定規模を踏まえつつ、今後、基本設計と並行して実施するオフィス環境整備  

業務の成果をもとに、よりコンパクトかつ機能的で、これからの職員の働き方などに沿った 

庁舎面積の算定を行うこととします。 
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２．コンパクト化に向けた方策 

（１）ユニバーサルレイアウトの導入 
執務スペースの効率化を図るためにユニバーサルレイアウトの導入を検討します。 

 

 

項目 従来型のレイアウト ユニバーサルレイアウト 

レイアウト図 

  

「島」構成 原則、課や係ごとに「島」を構成。 

課や係を単位とした「島」の構成を原則とする

が、人数によっては、課や係が混在する場合が

ある。 

スペースの 

有効利用 

「島」を構成する机の数や位置により、スペー

スの無駄が生じる。 

規則的な配置と固定化により、スペース利用の

効率化が図れる。 

コミュニ 

ケーション 
課や係内のコミュニケーションが図りやすい。 

課や係内に加えて、課や係を超えたコミュニケ

ーションが図りやすい。 

 

※ユニバーサルレイアウトを採用することにより、建物の形状など条件にもよりますが、執務  

スペースを10～20％程度削減する効果があるといわれ、最近の新庁舎建設では、多くの自治

体で導入されています。 

 

（２）コアスペースの効率化 
コアスペース※１の形成にあたっては、通路など市民が利用するスペースや事務室などの面積

をより多く確保するため、できるだけ効率良く配置するよう検討します。 

 

（３）諸室の効率化多機能化 
書庫や倉庫などは、可動書架による収納効率の高い空間を整備します。 

休憩室は、労働安全衛生規則に基づき設置し、災害対応などのため宿泊勤務をする職員が 

仮眠室としても使えるようなつくりを検討します。 

 

 

 

 

 

 

※１ コアスペース：エレベーターや階段などの動線をはじめ、トイレなどの水廻り、設備的要

素などを集約させた部分の呼称。 
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３．新庁舎の配置計画 

消防庁舎や文化会館などの周辺施設との連携に配慮しながら、敷地を最大限に有効利用でき

るよう配置計画を行います。 

 
（１）新庁舎の建設位置 【関連資料：資料編７ページ・１０ページ】 

新庁舎の建設位置は、経済性、利便性、防災拠点安全性、整合性など、さまざまな視点から

検討し、市民アンケート結果による市民意向、市民会議並びに鳴門市新庁舎建設基本計画検討

委員会（以下「検討委員会」という。）の審議を経て、現本庁舎敷地を新庁舎の建設位置と   

して選定します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【新庁舎建設位置図】 
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（２）計画地の概要 
 

項目 概要 

建設場所 鳴門市撫養町南浜字東浜１７０ 

敷地面積 約９,９００㎡（北側敷地）／約７,３００㎡（南側敷地） 

用途地域 近隣商業地域／第１種中高層住居専用地域 

建ぺい率 ８０％／６０％ 

容積率 ３００％／２００％ 

防火地域 建築基準法２２条区域 

日影規制 －／４ｍ－４時間２．５時間 

庁舎建築制限 －／６００㎡以下の公益上必要な建築物（市役所） 

前面道路幅員 約１８ｍ（国道２８号線） 

その他 
－／６００㎡以下の公益上必要な建築物（市役所） 

津波対策として、地盤の嵩上げなどによる一定の対策を講じる必要がある 

 
（３）敷地の特性 

①現状 

現在計画地について、北側敷地においては、現本庁舎、市民会館及び来庁舎用駐車場が配置  

されており、南側敷地においては、共済会館、保険棟などが配置されています。 

また、敷地北側には消防庁舎敷地を挟んで南浜里浦線、西側には国道２８号線が位置します。

北側敷地と南側敷地の間には市役所線、東側には市役所東線が位置します。 

 

②地盤レベル 

計画地の地盤の高さは、北側敷地において

は、西側から東側及び北側から南側に勾配が

付いており、国道２８号線側で３0ｃｍ程度

（東西方向）、消防庁舎側で３0ｃｍ程度 

（南北方向）高くなっています。 

南側敷地においては、西側から東側及び 

北側から南側に勾配が付いており、国道２８

号線側で５ｃｍ程度（東西方向）、市役所線

側で５ｃｍ程度（南北方向）高くなっていま

す 

 

③周辺環境 

計画地北側には消防庁舎やうずしお会館、

東側には分庁舎、南側には文化会館や文化会

館駐車場、西側には国道２８号線を挟んで 

税務署が立地しています。 

各施設との機能上の動線のつながりや 

連携に富み、災害時における緊急輸送道路に

面している。 【敷地周辺図】 
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（４）新庁舎の配置・ゾーニング 【関連資料：資料編１２ページ】 

新庁舎の配置計画にあたり、下記ガイドラインのもと、本庁舎に必要な基本的機能である 

「庁舎配置」、「駐車場配置」、「動線計画」の3 つ、さらに経済性などを重要項目として配置を

検討した結果、北側配置（下図案）を基本として設計を進めます。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

北側配置 

現本庁舎敷地の北側に庁舎を配置し、南に 

第一駐車場、さらに市道を隔てて南側に第二 

駐車場及び多目的エリアを配置するもの。 

 

① 庁舎配置 

・ 国道２８号線からの視認性は比較的良好。 

・ 消防庁舎との連携が良好。 

 

② 駐車場配置 

・ 駐車場を北側敷地に１３０台分、南側敷地

に１１０台分をまとめて確保可能。 

 

③ 動線計画 

・ 歩行者は車両動線と交錯することなく、新

庁舎にアプローチ可能。 

 

④ 経済性 

・ 仮庁舎の建設が不要であり、事業費の圧縮

が可能。 

 

配置計画ガイドライン 

・ 新庁舎本体は、東西軸を基本とし、配置を検討する。 

・ 来庁者用駐車場スペースを１３０台分、公用車用駐車場スペースを１１０台分確保する。 

・ 庁舎前広場スペースの確保を検討する。 

・ 緑地スペースの確保を検討する。 

・ 歩車分離を徹底する。 

・ 地下無しの計画を基本とする。 

・ 消防庁舎との動線を確保する。 

・ 津波対策としての地盤の嵩上げなど、さまざまな工法を検討する。 

第 一駐車場 

第二駐車場 
＋ 多目的エリア 

新 庁 舎  

【北側配置図】 
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４．平面モデル 

設計時の平面詳細レイアウトの検討にあたり、一般的な平面計画のパターンを示し、基本と

なる考え方を次のとおり整理します。 

 

（１）コア（階段エレベータートイレなど）の配置 
 

両端コア 片側コア 中央コア 

   

・ コアを短辺両側に集約。 

・ 奥行の長いフロア空間の確保が可

能。 

・ 一般的に執務ゾーンに柱が必要。 

・ コアを長辺の片側に集約。 

・ 比較的大きな無柱空間の執務ゾー

ンの確保が可能。 

・ コアを中央に集約。 

・ 四周に連続する執務空間の確保が

可能。 

・ ある程度の奥行が必要。 

 

（２）基本パターン（コア配置と廊下位置の組み合わせ） 
 

基本パターン 特徴 

両

端

コ

ア 

 

・ 自治体庁舎で一般的に採用されるタイプ。 

・ 廊下に沿ってカウンターを設置することで、数多くの窓を確保

できる。 

・ 業務支援諸室（書庫など）をフロア東西に配置するため、執務

室と諸室の動線が長くなり、職員の業務効率面で劣る。 

・ 執務室が２分割され、将来のフロア内の組織、職員数増減への

対応の柔軟性が劣る。 

片

側

コ

ア 

 

・ 執務室を南面に配置するため、執務室に採光を確保しやすい。 

・ 廊下に面するカウンター周辺は採光に乏しく、来庁者の快適性

は劣る。 

・ 業務支援諸室（書庫など）が廊下の北側に位置し、来庁者と 

職員の動線が交錯。 

 

 
 

・ 南面に廊下があり、カウンター周辺の採光に優れ、来庁者の 

快適性が高い。 

・ 執務室と業務支援諸室（書庫など）が隣接するため、動線が 

短く、職員の業務効率が高い。 

・ 来庁者と職員の動線の分離が図りやすい。 

・ 通路面積が増える傾向にあるため、有効スペースを確保する 

効率的な設計が求められる。 

凡例 

執務室     廊下     業務支援諸室  階段エレベーターなど（コア） 
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５．階構成 

階構成は、市民の利便性や業務効率性、災害時の対応などを考慮し、各階の機能の配置に  

ついて、次のとおり整理します。 

 
（１）基本的な考え方 
・ 低層階には、市民利用の多い部署を配置するとともに、中層階には、部署間の連携などを踏

まえて、職員の業務効率や災害時の対応などに配慮した部署を配置することとします。 

・ 議会機能は、議会の独立性を考慮し高層階へ配置することとします。 

 
（２）計画方針 

次のような案を基本に、配置計画における平面形状なども勘案しつつ基本設計において  

階構成を決定します。 

＜例：５階構成とした場合のイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 情報発信・  

フリー（交流） 

スペース 

１階 
窓口機能 

 ３階 行政事務機能 

 ２階 行政事務機能 

 ５階 議会など 

  
４階 

電気室・機械室 

など 
行政事務機能 
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６．構造計画 

構造計画においては、利用する市民や職員の安全性、施設の耐久性、施工性、経済性などに

ついて十分検討します。 

基礎については、基本設計時に建設地の地盤調査を行い、地上部の構造形式、階数を考慮し

適切な基礎形式を決定します。 

建物の構造種別には、鉄筋コンクリート造（ＲＣ造）、鉄骨鉄筋コンクリート造（ＳＲＣ造）、

鉄骨造（Ｓ造）といった種類があります。基本設計時に柱スパン、階数、地盤状況などを考慮

し、構造種別を決定します。 

基本設計段階において、設計条件や要求性能に応じた検討を行い、構造種別を決定します。 

 

項
目 

鉄筋コンクリート造 

（ＲＣ造） 

鉄骨 

鉄筋コンクリート造 

（ＳＲＣ造） 

鉄骨造 

（Ｓ造） 

主
架
構 

・ 耐震壁を含むラーメン架構※１ 

・ 標準スパン１０ｍ以下 

・ ロングスパン梁にはプレキャス

ト梁で対応 

・ 耐震壁を含むラーメン架構 

・ 標準スパン１０ｍ～１５ｍ 

・ 大スパン構造の構成には極めて

有利 

・ 標準スパン１０ｍ～２０ｍ 

・ 純ラーメン架構形式が可能 

基
礎 

・ 建物自重が大きく、基礎に要する

コストが高くなる 

・ 建物自重が大きく、基礎に要す

るコストが高くなる 

・ 比較的建物自重が軽く、基礎に 

要するコストが低くなる 

耐
火
性 

・ 耐火構造とするのが容易 ・ 耐火構造とするのが容易 ・ 準耐火構造とするのは容易 

だが、耐火構造とするためには

耐火被覆などの工夫が必要 

居
住
性 

・ 遮音性能、防振性能に優れている ・ 遮音性能、防振性能に優れてい

る 

・ 音、振動などが伝わりやすいの

で工夫が必要 

耐
久
性
（
外
壁
） 

・ 強度、耐久性能に優れる 

・ 性能を維持するためには、仕上材

のメンテナンスが必要 

・ 強度、耐久性能に優れる 

・ 性能を維持するためには、仕上

材のメンテナンスが必要 

・ 耐久性に優れた外装材の採用が

可能 

・ 性能を維持するためには、外装

材の仕上材、継目などのメンテ

ナンスが必要 

施
工
性
工
期 

・ 鉄筋、型枠、コンクリート工事 

などは、比較的煩雑である 

・ プレキャスト梁採用の場合、多少

工期が長くなる場合がある 

・ 冬期間は躯体の品質管理や養生

に特段の配慮が必要 

・ RC 造の煩雑さに加え、鉄骨と鉄

筋の取り合いなど、おさまりが

複雑 

・ RC 造に比べ鉄骨工事の期間分

工期が長くなる 

・ 冬期間は躯体の品質管理や養生

に特段の配慮が必要 

・ 工事現場での作業期間が短く、 

外壁などは乾式工法となる 

ため、工期は比較的短い 

・ 使用する鉄骨部材によっては、 

発注、製作に長期間必要となる 

場合がある 

・ 冬期間は通常どおり躯体（鉄骨）

工事を行うことができる 
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第６章 事業計画 

1. 事業手法 

庁舎建設の事業手法として、主に①設計と施工を分離発注する従来方式、②実施設計と施工

を一括で発注するＤＢ１（デザインビルド）方式、③基本設計実施設計と施工を一括で発注  

するＤＢ２（デザインビルド）方式について、比較を行いました。 

 
 従来方式 ＤＢ１（実施設計以降一括発注） ＤＢ２（基本設計以降一括発注） 

施
主
意
向
の
反
映 

・ 分割発注のため、施主意向を 

詳細に反映させた仕様で発注 

可能 

・ 基本設計実施設計期間内におい

て、市民意見の反映など、設計

変更が比較的に容易 

・ 物価変動や法改正などの社会 

環境変化の影響を受けた場合

も、柔軟な対応可能 

・ 基本設計は別途発注のため、 

施主意向を詳細に反映させた 

仕様で発注可能 

・ 発注支援業務の重要性が高まる

（費用増加期間延長） 

・ 実施設計時の市民意見の反映に

よる設計変更は、工事費用の 

増額の可能性 

・ 設計、施工を一括で性能発注 

するため、市民意見を反映させ

る設計変更は困難 

・ 発注支援業務の重要性が高まる

（費用増加期間延長） 

・ 市民意見の反映による設計変更

は、工事費用の増額の可能性 

工 

期 

・ 一般的な設計施工期間 

・ 慣れている手法のため、段取り

がスムーズで、変動リスクも小 

・ 入札不調の場合、工期が伸びる

可能性 

・ 一般的な設計工事期間に加え、

発注支援業務や実施設計監修業

務などが必要 

・ 工事発注を設計と並行させる 

ことで、工期短縮が可能 

・ 発注支援業務の高度化が求めら

れ、ＤＢ１より時間が必要 

・ 工事発注を設計と並行させる 

ことで、工期短縮が可能 

コ
ス
ト 

・ 設計、施工について、プロポー

ザル方式やＶＥの採用などに 

より、一定の民間ノウハウの 

活用、コスト削減効果が見込 

まれる 

・ 設計を施主側で行うためコスト

管理が容易 

・ 民間事業者のノウハウを活用 

した設計や、安価な資材労務の

調達が可能であたため、コスト

削減効果が見込まれる 

・ 契約後の金額変更は、事業者 

提示価格をベースにした交渉に

なり、価格の透明性が確保しに

くく、その妥当性について協議

が難航 

・ 発注支援業務実施設計監修など

工程が増えるため、そのための

コストが必要 

・ 左記ＤＢ１の３項目と同様 

・ 設計期間中に社会環境変化の 

影響を受けた場合や、設計を 

進める中で顕在化した市民意見

などを反映させる場合、要求 

水準書の解釈の幅の中で、事業

者が提示した設計と施主意向が

一致せず、設計の修正が必要と

なった場合などは、契約済みの

工事金額に及ぶため、工事金額

の変更リスクが大 

評 

価 

〇 〇 × 

・ 一般的な市庁舎の建設事業の 

ため妥当な方法 

・ 一般的な市庁舎の建設事業の 

ため妥当な方法 

 

・ 一般的な市庁舎の建設事業で 

特殊なノウハウや技術が不要の

ため必然性が低い 
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2. 事業スケジュール 

新庁舎建設にあたっては、現本庁舎の老朽度や耐震性能など勘案し、有利な地方債などを 

活用しつつ、早期に事業を進めていく必要があります。 

このような状況下、平成３２年度を期限とする地方債制度「市町村役場機能緊急保全事業」

の活用を基本とし、平成３２年度までに工事着手し、できる限り早期の完成を目指し進めて 

行くこととします。 

以上を踏まえた上で、設計に市の意向を十分に反映させることができ、コスト縮減や工期 

短縮の可能性がある点で優れた「ＤＢ１方式」を、新庁舎建設事業の手法として採用します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 「市町村役場機能緊急保全事業」とは、平成２９年度の地方債計画において、総務省が従来の

「公共施設最適化事業債」への追加事業として示したもの。昭和５６年の新耐震基準導入前に  

建設され、耐震化が未実施の市町村役場庁舎の建替えを促進するために設けられた地方債制度。 
  事業期間は、平成２９年度から３２年度までの４年間で、充当率は９０％、国の交付金の措置

率は２２.５％となっています。 
 
 【関連資料：資料編１４ページ】 

なお、ＰＦＩ方式については、市庁舎の特性上、付帯事業の可能性が低く、経営利益の還元

による事業費縮減効果が期待しにくいこと、ＰＦＩ法に基づいた手続きによる事業期間の長期

化、平成２９年３月に行ったＶＦＭ試算の結果などから、ＰＦＩ方式は本市庁舎の建設手法と

しては、効果的ではないと考えられます。 
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3. 概算事業費及び財源 

庁舎建設にあたっては、必要な設備機能などの機能性や効率性を確保することを念頭に、 

全体事業費の縮減のため、建設工事費の抑制やコスト管理を徹底し、財政負担の軽減に努めま

す。 

 

（１）概算事業費 

新庁舎の概算事業費は直近の他市事例などを参考として、基本計画時点において以下の金額

を見込んでいます。 

下表から、近年整備された８,０００～１５,０００㎡の自治体庁舎（免震構造を採用）におけ

る㎡当たりの建設工事費は、平成２５年以降であれば約４４０千円/㎡です。 

また、近年の建設資材、人件費単価の高騰を加味し、本市の新庁舎建設にあたっての㎡当た

りの建設工事費は、４５０千円/㎡と設定します。 

なお、今後の消費税率の変更や、東京オリンピック・パラリンピックを控えての人件費や  

建築資材費が上昇傾向となっていることなど社会情勢の影響を受けますが、導入予定の機能 

及び設備の費用対効果などを十分精査し、将来的に多額の財政負担とならないよう事業費の 

削減に努めます。 

 

庁舎 構造・階数 面積 
㎡単価（円/㎡） 

税込 

徳島県/阿波市/庁舎 RC 造・4 階（免震） 

SRC 一部S 造・4 階（免震） 
１３,８２９㎡ ３４６,７５１ 

香川県/観音寺市/庁舎 RC 造・5 階（免震） ９,５０８㎡ ３３０,５７８ 

愛知県/愛西市/統合庁舎 増築S 造・4 階（免震） 

改修RC 造・3 階 
１０,３４４㎡ ３７５,５８０ 

愛知県/阿久比町/庁舎 新庁舎・公民館（免震） 

RC 一部S 造・4 階（8320 ㎡） 

食堂：RC 造平屋（230 ㎡） 

倉庫・車庫：S 造2 階（442 ㎡） 

８,９９２㎡ ４５７,８４７ 

富山県/射水市/庁舎 SRC 造・6 階（免震） １０,７０３㎡ ５５０,８８８ 

茨城県/稲敷市/庁舎 S 造・4 階+塔屋1 層（免震） １０,３７２㎡ ５１４,６６５ 

千葉県/市川市/第２庁舎 S 造・5 階（柱頭免震） １０,９９９㎡ ４７５,１０６ 

埼玉県/桶川市/庁舎 S 一部SRC,RC、木造・5 階 

（中間層免震） 
９,５４３㎡ ３６０,１１３ 

茨城県/石岡市/庁舎 RC､S 造・４階（免震） ９,８８０㎡ ４６４,７３９ 

三重県/伊賀市/庁舎 S 造・5 階（免震） 

付属：S 造平屋（286 ㎡） 
１４,２８８㎡ ３９３,２１２ 

大分県/宇佐市/庁舎 RC､S 造・5 階（免震） １２,２５７㎡ ４２４,６９６ 

福岡県/嘉麻市/庁舎 RC､S 造・5 階（免震） ８,７３１㎡ ４９２,４０９ 

埼玉県/深谷市/庁舎 RC 一部S､SRC・4 階（免震） １３,２９８㎡ ５５２,１８２ 

平均㎡単価（円/㎡）税込 ４４１,４４４ 

 

 

 

 

 

【近年の庁舎建設事例における本体工事の㎡単価の状況】 
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区分 金額 説明 

建設工事費 ５４.０～５５.０億円程度 新庁舎建設工事費（１２,０００㎡想定、免震構造） 

外構工事費 ３.０～３.１億円程度 駐車場整備・植栽整備 

解体工事費 ４.０～４.１億円程度 既存庁舎撤去費・既設外構撤去費 

合計 ６１.０～６２.２億円程度 
平成３１年１０月以降発注予定の項目は、消費税１０％で想

定して計算 

その他 
このほか、設計や地質調査、附帯工事（車庫・倉庫など）、備品購入などの経費が見込まれる

が、詳細は基本設計以降で試算を行う。 

 
 

（２）財源計画 
財源計画については、平成３２年度までの時限措置である「市町村役場機能緊急保全事業」

を最大限活用し、その他の地方債と合わせて財源の平準化を行っていくことを基本としていき

ます。 

 
区分 金額 説明 

地方債 ４４.５～４５.３億円程度 市町村役場機能緊急保全事業 

一般財源 １６.５～１６.９億円程度 
庁舎整備基金の活用（平成３１年１月現在高 約６.５億

円）を含む 

合計 ６１.０～６２.２億円程度 

市町村役場機能緊急保全事業の活用による国からの 

交付金の額は１１.１～１１.３億円程度を見込む 

市の実質負担は４９.９～５０.９億円程度 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第７章 新庁舎建設の検討経緯と今後の進め方 

 

 46 

第７章 新庁舎建設の検討経緯と今後の進め方 

1. 検討経緯 

本市では、昭和５６年の建築基準法の改正以前に建てられた施設が、公共施設全体の約７割

を占め、それらの耐震性能確保が長年の課題となっておりました。 

しかしながら、本市では平成１３年度に財政非常事態宣言を発表するなど、極めて厳しい 

財政環境に陥っていたこともあり、公共施設の耐震化になかなか手が伸ばせない状況が続きま

した。その後、平成１８年度あたりから、少しずつ市財政にも好転の兆しが見えてきたこと  

から、学校施設の耐震化を最優先に、公共施設の耐震化事業に取り組むこととし、結果、現在

までに鳴門市第一中学校校舎の改築工事を除く、すべての学校施設において耐震化が完了させ

ることができました。 

一方、現本庁舎は、築５５年目を迎え、標準耐用年数である築６０年を間近に控えるなど、

施設・設備ともに老朽化が進み、平成１６年度に実施した耐震診断でも、「地震の震動及び  

衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。」という結果が出るなど、十分な耐震性能

を有していない状況です。 

こうした現状や、平成２８年４月に発生した熊本地震での自治体庁舎の被害状況を踏まえ、

平成２９年８月に、部長級職員などで構成する｢鳴門市庁舎のあり方検討会議｣を立ち上げ、 

本格的な庁舎施設の整備に向けた、資料収集や調査・検討作業を開始しました。 

その中で、市内に分散する各種庁舎の集約、早期の耐震性能確保を目指した新庁舎建設を 

基本路線と定め、「新庁舎建設基本計画」の策定作業に着手することとし、平成３０年度には、

各分野の専門家などで構成する検討委員会を設置し、基本計画の策定に必要な各種事項につい

て検討しました。 

また、無作為に抽出した１８歳以上の市民３,０００人を対象とした「新庁舎建設基本計画の

策定に係る市民アンケート調査」を実施するとともに、公募市民と市内関係団体の関係者で 

構成するワークショップ形式の「新庁舎建設に関する市民会議」や、市議会議員を対象とした

「新庁舎建設に関する議会ワークショップ」を開催するなど、計画策定に向けた様々なご意見

を聴取してきました。 

こうした中、検討委員会においては、経済性や利便性、防災の観点、市民アンケートの結果

などをもとに、新庁舎の建設場所、現本庁舎の存廃、新庁舎建設に係る基本方針・基本理念、

新庁舎への導入機能などを中心に議論を行い、その検討を踏まえ、この基本計画をまとめた 

ところです。 
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2. 新庁舎の建設場所について 

新庁舎の建設場所の検討にあたっては、現本庁舎敷地を含む自己用地４箇所や、国・県、  

民間事業者が所管する土地７箇所について、そのポイントを整理し、市民アンケートなどを 

踏まえた検討を行いました。 

その結果、まず、民間事業者などが所有する土地７箇所については、 

・事業期間の長期化や、一部を除き用地取得に伴う事業費の増大が想定されること 

・国の有利な財源の活用や事業完了時期などに未確定要素が多いこと 

・市民アンケートの結果、約９３％の市民が自己用地での建設を望んでいること 

などを踏まえ、新たな用地取得を行うメリットは薄く、建設候補地としては適当ではないと 

して整理を行いました。 

次に、自己用地 4 箇所（現本庁舎敷地、文化会館駐車場敷地、旧衛生センター敷地、うず   

しおふれあい公園敷地）については、防災拠点・安全性や利便性、経済性、整合性などに関す

る要素を点数化した上で比較し、 

・多くの項目で他所よりも高い評価となったこと 

・市民アンケートの結果、約７７％の市民が現本庁舎敷地での建設を望んでいること 

などを踏まえ、新庁舎の建設場所としては、現本庁舎敷地が最も望ましいと整理を行いました。 

 

 

3. 現本庁舎の存廃について 【関連資料：資料編１６ページ・１９ページ】 

現本庁舎の存廃の検討にあたっては、「第２章３．新庁舎の整備方針」にも記載したとおり、

まず、 

・現本庁舎を改修し、他の庁舎を集約する新庁舎を建設する「２棟体制案」 

・全６庁舎の機能を集約した新庁舎を建設する「１棟体制案」 

について、現本庁舎の現状と課題への対応、防災性や利便性、経済性、早期実現性、現本庁舎

の継承、公共施設の総量適正化の点について比較し、 

・「２棟体制案」では、庁舎施設の集約や施設の老朽化対策など、現在抱えている課題の  

根本的な解決には至らないこと 

・「１棟体制案」では地盤の嵩上げなどによる津波浸水対策が可能であるが、「２棟体制案」

では、現本庁舎１階部分への津波浸水対策が極めて困難であること 

・「１棟体制案」における今後２０年間のライフサイクルコストが約３８億円と、「２棟  

体制案」よりも８億円程度安価になること 

などを踏まえ、防災拠点としての役割やライフサイクルコストの縮減が期待される新庁舎の 

建設にあたっては、「１棟体制案」が望ましいと整理を行いました。 

次に、現本庁舎を庁舎以外の用途で存続させていく可能性については、現本庁舎の建築学的

に見た価値や、現本庁舎などを残す場合のメリット／デメリットなどについて検討を行い、 

その中では、「現本庁舎の活用方策を検討し、まちづくりに生かすべき」というご意見もあり

ましたが、 
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・現本庁舎を庁舎以外の用途として整備・保存していく場合、今後２０年間のライフサイ

クルコストは約２１.１億円、年平均にして１.０５億円（同様に近代建築として評価を 

受ける市民会館を含めると約３０.７億円、年平均にして約１.５３億円）の負担が必要と

なること 

・現本庁舎などを起点とした観光振興、活性化策の展開も検討する余地があるものの、  

その可能性は不透明と言わざるを得ないこと 

・市民アンケートの結果、多くの市民がコストの抑制を望み、また、現本庁舎が近代建築

として評価を受けていることに関心がないとしていること 

などから、「現本庁舎などの近代建築としての価値が、市民にとっての価値には至っておらず、  

これらを存続させていくための負担に、市民の理解が得られない」などのご意見が出され、  

結果、委員会としては、「現本庁舎などの取り壊しもやむなし」という結論を得ました。 

 

 

4. 増田建築としての現本庁舎などについて 

現本庁舎や市民会館は、島田小学校をはじめとする学校施設や文化会館など、市内１９  

箇所に建設された、故増田友也氏設計の公共建築群の初期施設です。 

これらの公共建築群は、人口の増加による行政需要の拡大やボートレース事業の好況など

を背景に、昭和３０年代後半から昭和５０年代にかけて集中的な整備を進めた、本市の公共

施設の中でも中心的な役割を担ってきましたが、その中でも、現本庁舎は、５５年もの長き

にわたり、行政の中心施設として市民に親しまれ、地域の発展を見守り、本市の社会形成に

貢献してきたシンボル的な存在です。 

また、現本庁舎や市民会館は、戦後の早い時期における故増田友也氏の近代建築に対する

思索が反映された、学術的価値を持つ建築物であるといわれており、平成２０年には、近代

建築の記録と保存を目的とする国際学術組織「ＤＯＣＯＭＯＭＯ（ドコモモ）」（本部：フラ

ンス）の日本支部が選定する近代建築１４５選に選ばれています。 

検討委員会において、「今後、基本設計を進めていく中で、現本庁舎や市民会館を含む故  

増田友也氏が設計した市内の１９施設の保存・顕彰などについても、並行して検討していく

必要がある。」と提言いただいたことを踏まえ、そうした検討も今後行っていくこととしま

す。 
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5. 今後の進め方 

新庁舎の基本設計にあたっては、設計の品質確保や進捗管理、コスト管理を確実かつ効率的

に行うため、「コンストラクション・マネジメント業務」を業務委託し、新庁舎建設事業に   

おける費用対効果の最大化を図っていきます。 

また、より機能的で効率的な執務環境などを実現するため、設計、施工とは別に、執務室・

窓口環境などに関する詳細な調査、計画、設計を行う「オフィス環境整備業務」についても  

業務委託し、その成果を踏まえ、設計、施工の精度を高めていくこととします。 

そのほか、組織機構や事務事業の見直し、業務改革、人材育成など、機能的で効率的な組織

体制の整備に向けた取り組みにも注力するとともに、設計、施工業者などの公募・選定結果や

設計の内容など、各事業段階において新庁舎建設事業の進捗状況を市民に適切に情報開示する

ことで、市民にとってわかりやすく、より良い庁舎づくりに繋がるよう努めていきます。 
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資料編 - 1 

鳴門市新庁舎建設基本計画検討委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 鳴門市新庁舎建設基本計画（以下「基本計画」という。）の策定にあたり、新庁舎

建設に関する事項について専門的な見地から意見を求めることを目的として、鳴門市新

庁舎建設基本計画検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、基本計画の策定に関し、市が指定する事項に対して幅広い視点から検

討し意見を述べるものとする。 

 

（委員） 

第３条 委員会は、委員８名以内をもって組織する。 

２ 委員は、学識経験を有する者、新庁舎建設に関する有識者等で市長が必要と認める者

をもって充てる。 

３ 委員の任期は、委員委嘱のときから基本計画策定のときまでとする。 

 

（委員長） 

第４条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する

委員がその職務を代理する。 

 

（会議） 

第５条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、必要に応じて委員長が招集し、委員長

が議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。 

３ 委員長が必要と認めたときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、関係事項につ

いて説明又は意見を聴くことができる。 

 

（報償） 

第６条 委員に対する謝礼は、委員会１回の出席につき５，０００円を報償費として支払

うものとする。 

 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、総務課において処理する。 
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（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員

会に諮って定める。 

 

附 則 

（施行日） 

１ この要綱は、平成３０年４月１６日から施行する。 

 

（会議招集の特例） 

２ 委員長が不在のときに開かれる会議は、第５条第１項の規定にかかわらず、市長が招

集する。 
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鳴門市新庁舎建設基本計画検討委員会の委員構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏  名 所    属 役職名 位置付け 

田中 弘之 鳴門教育大学 副学長 委員長 

小川 宏樹 
徳島大学大学院 理工学研究部 
社会基盤デザイン系 

教授 ― 

近藤 明子 
四国大学 経営情報学部 
メディア情報学科 

准教授 ― 

河村 勝 
徳島大学 技術支援部 常三島技術部門 
県建築士会バリアフリーデザイン研究会 

技術専門職員

代表 
― 

佐藤 唯行 
鳴門市まちづくりアドバイザー 
スペラディウス株式会社 

 
代表取締役 

― 

内田 佳孝 
株式会社ワークスアプリケーションズ 
ワークス徳島人工知能 NLP 研究所 

所長 ― 

森 茂代 徳島県建築士会 徳島地域会 ― ― 

河崎 敏之 徳島県 県民環境部 環境首都課 課長 ― 
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鳴門市新庁舎建設基本計画検討委員会の開催実績 

 

会  議 議    題 開催日時 

第１回 

① 鳴門市新庁舎建設基本計画検討委員会 

設置要綱について 

② 鳴門市新庁舎建設基本計画の策定 

スケジュールについて 

③ 庁舎整備の背景・庁舎の整備手法など 

について 

④ 新庁舎建設の基本的な考え方 

⑤ 建設場所の選定について 

⑥ 鳴門市新庁舎建設基本計画の策定に 

係る市民アンケートについて 

平成 30 年 6 月 5 日（火） 

15 時 30 分～ 

第２回 

① 前回会議以降の協議結果等について 

② 新庁舎の導入機能について 

③ 施設規模の算定などについて 

④ 概算事業費の算定について 

平成 30 年 7 月 26 日（木） 

15 時 30 分～ 

第３回 

① 前回会議の協議結果等 

② 前回会議までの保留事案について 

③ 事業手法・事業スケジュールについて 

平成 30 年 8 月 29 日（水） 

13 時 30 分～ 

第４回 
① 前回会議の協議結果等 

② 前回会議までの保留事案について 

平成 30 年 9 月 21 日（金） 

18 時 00 分～ 

第５回 
① 前回会議の協議結果等 

② 前回会議までの保留事案について 

平成 30 年 10 月 22 日（月） 

13 時 00 分～ 

第６回 
① 前回会議の協議結果等 

② 基本計画（素案）について 

平成 30 年 11 月 14 日（水） 

17 時 30 分～ 

第７回 ① 基本計画（素案）について 
平成 30 年 11 月 25 日（日） 

13 時 30 分～ 

第８回 

① 「鳴門市新庁舎建設基本計画」策定に 

係るパブリックコメントの結果に 

ついて 

②  新庁舎建設バランススコアシートに 

ついて 

平成 31 年 1 月 22 日（火） 

18 時 00 分～ 
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１．新庁舎の整備方針ごとの長所・短所比較 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 長所・短所については、他の案と比較した場合に、優れている／劣っていると考えられる点を記載している。

１案 ： ２棟体制案 ２案 ： １棟体制案

現本庁舎に老朽改修・耐震改修を施す。
現本庁舎の近辺に新庁舎（7,500㎡）を建
設 し、その他庁舎を集約する。
庁舎を2棟体制とする案。

現本庁舎や市民会館等は解体撤去。
現本庁舎敷地に新庁舎（12,000㎡）を建
設 し、すべての庁舎を集約する。
庁舎を1棟体制とする案。

長
所

―
庁舎施設での津波や地震、液状化など、想定され
る災害への十分な対策が可能。 （地盤の嵩上げ
や免震改修、地盤改良など）

短
所

現本庁舎における津波対策は困難 であり、津波
による浸水被害は免れない。

―

長
所

―
庁舎機能が1棟に集約されることで、来庁者や市
職員の利便性向上が見込まれる。

短
所

庁舎施設が2棟に分散されることで、来庁者の移
動距離増、庁内連携が図りにくいなど、２案に
比べ利便性は劣る。

―

長
所

―
今後20年間でのLCCは約38.3億円と、1案に
比べ約8.1億円程度安価。

短
所

今後20年間でのLCCは約46.3億円と、2案に
比べ約8.1億円程度高価。 また、現本庁舎南側の
敷地に新庁舎を建設する場合、仮設庁舎が必要。

―

長
所

―
仮設庁舎の建設、現本庁舎の改修が必要ない分、
1案に比べ全体工程は短く、早期実現性に優れ
る。

短
所

現本庁舎南側の敷地に新庁舎を建設する場合、仮
設庁舎が必要となり、また、現本庁舎の改修が
必要な分、2案に比べ全体工程が長く、早期実
現性に劣る。

―

長
所

近代建築として高い評価を受ける現本庁舎を引
き続き現存させることが可能。 （半永久的に保
存するための対策は不透明）

―

短
所

近代建築としての価値の継承という観点に配慮し
た改修作業が求められるため、従来の改修工事に
比べ、その難易度は高い。

建物の保存という観点での現本庁舎の継承は困
難。 違う形で顕彰を行うことは可能。

長
所

―
庁舎施設の集約という観点では、最もスリムな
形であり、トータルコストの抑制が期待でき
る。

短
所

庁舎施設を2棟にまで集約するという点では、総
量適正化の効果が見込まれるが、2案に比べる
と、その効果は少ない。

―

３．経済性（コスト）

４．早期実現性
　 （工期）

５．現本庁舎の継承

６．公共施設の総量
　　適正化

比  較  項  目

概　　　　要

１．防災性

２．利便性
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※参考 ： １棟体制案（現本庁舎等を残す）

現本庁舎に老朽改修・耐震改修を施し、庁
舎以外の施設として活用。
現本庁舎敷地に新庁舎（12,000㎡）を建
設 し、すべての庁舎を集約する。
庁舎を1棟体制とする案。

庁舎施設での津波や地震、液状化など、想定され
る災害への十分な対策が可能。 （地盤の嵩上げ
や免震改修、地盤改良など）

現本庁舎南側の敷地に新庁舎を建設する場合、地
盤の嵩上げに伴うスロープ進入路等に課題が残
る。

庁舎機能が1棟に集約されることで、来庁者や市
職員の利便性向上が見込まれる。

現本庁舎南側の敷地に新庁舎を建設する場合、敷
地内での十分な来庁者用駐車場の確保が難し
い。

―

今後20年間でのLCCは約56.5億円と、2案に
比べ約18.3億円程度高価。 また、現本庁舎南側
の敷地に新庁舎を建設する場合、仮設庁舎が必
要。（市民会館は含んでいない）

―

現本庁舎南側の敷地に新庁舎を建設する場合、仮
設庁舎が必要となり、また、現本庁舎の改修が
必要な分、2案に比べ全体工程が長く、早期実
現性に劣る。

近代建築として高い評価を受ける現本庁舎を引
き続き現存させることが可能。 （半永久的に保
存するための対策は不透明）

用途未定のまま、引き続き現存させることは困
難。 近代建築としての価値の継承という観点に配
慮した改修作業が求められるため、従来の改修工
事に比べ、その難易度は高い。

―

庁舎施設を1棟に集約するという点では、総量適
正化の効果が見込まれるが、用途未定の現本庁舎
を残すということで、その効果は少ない。
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２．建設場所の考察のための整理 

新庁舎の建設場所に関する考察を行うため、これまでに議論してきた内容、市民アンケ

ート等の結果から、以下のように整理を行います。 

 

１．民間等所有地について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既存の自己用地と、新たな用地取得が必要となる民間等所有地について、新庁舎の建

設場所として条件を比較した場合、民間等所有地には以下のような課題が挙げられます。 

・用地取得による事業費の増大 

・用地取得に係る事務の煩雑さによる事業期間の長期化 ⇒ 防災安全性の早期実現性に乏しい 

（地権者との交渉、境界確定、土地の詳細調査、必要に応じた都市計画変更、購入・

交換、アクセス道路等の周辺環境整備など） 

・有利な地方債の期限も含め、事業完了時期などに未確定要素が多い 

※市民アンケートの結果では、新たな場所に土地を購入して新庁舎を建設すべきとの

意見は、全体の３％であり、一方で、全体の９３％が、市有地に建設すべきとの意

見であった 

こうしたことを踏まえると、 

民間等所有地に明らかな優位性がない場合や、 

自己用地に大きなデメリットがない場合、 

新たに用地取得を行うメリットは薄いものと 

思われます。 

 

 

 

自 己 用 地

  ① 現庁舎敷地
     （撫養町南浜）
 
  ② 文化会館駐車場敷地
　   （撫養町南浜）

  ③ 旧衛生センター敷地
   　（撫養町木津）

  ④ うずしおふれあい公園敷地
   　（撫養町斎田）

  ① 文化会館北側民間駐車場
　  （撫養町南浜）
 
  ② 旧鳴門第一高校敷地
 　 （撫養町南浜）

  ③ 旧鳴門テクノスクール敷地
 　 （撫養町木津）

  ④ 鳴門郵便局前敷地
 　 （撫養町斎田）

  ⑤ 鳴門駅西側敷地
　  （撫養町斎田）
 
  ⑥ 斎田大池西側一帯
 　 （撫養町斎田）

  ⑦ 市杵島姫神社北側一帯
 　 （撫養町南浜・斎田）

提言のあった民間等所有地
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２．自己用地について 

市民アンケートの結果、市民が新庁舎建設に 

あたって重要視することは、以下の順となって 

います。 

① 災害時における防災拠点であること 

② 高い利便性を備えていること 

③ 経済性に優れたコンパクトな庁舎 

④ 建設・維持管理に係るコスト抑制 

⑤ 地球環境にやさしい建物であること 

 

このことを踏まえ、前述の自己用地４箇所について、評価項目のうち、防災拠点・安

全性に傾斜配分を設定した上で、その評価を点数化しました。その結果は以下のとおり。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

この結果を見ると、「防災拠点・安全性」の観点からは、③ 旧衛生センター敷地が最

も優れているという評価となりました。これは、当該敷地が高台に位置し、液状化や津

波浸水による被害を受けないことや、緊急輸送道路からのアクセスも容易であることが

要因です。 

一方で、「防災拠点・安全性」以外の観点では、① 現庁舎敷地が他所よりも良い評価

となっています。これは、当該敷地を市役所の位置としてまちづくりを推進してきた結

果によるところが大きく、その結果、アクセス性や他の官公署との距離、用地取得の必

要性、既存計画・法令との整合性などで、他所よりも評点が高くなっています。 

また、① 現庁舎敷地は、「防災拠点・安全性」の観点においても、緊急輸送道路から

のアクセスも容易であることなどから、③ 旧衛生センター敷地に次ぐ評価となっていま

す。 

 

※ 赤字の箇所は、各項目における最高点を示す。

比　較　項　目 ① 現庁舎敷地 ② 文化会館駐車場 ③ 旧衛生センター敷地 ④ うずしおふれあい公園敷地

防災拠点・安全性 ４.５点 ３.０点 ６.０点 ３.０点

利　　便　　性 ４.０点 ３.０点 ０点 ３.０点

経　　済　　性 ３.０点 ３.０点 １.０点 ２.０点

整　　合　　性 ４.０点 ３.０点 ２.０点 １.０点

合　　　　　計 １５.５点 １２.０点 ９.０点 ９.０点
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３．まとめ 

新庁舎の建設場所を選定するにあたって、自己用地４箇所を「防災拠点安全性」や「利

便性」、「経済性」、「整合性」の観点から比較し、その評価を点数化した結果、① 現庁舎

敷地が最も高い点数となりました。 

また、市民アンケートでは、およそ７７％の市民の方が新庁舎の建設場所として、① 現

本庁舎敷地を望んでいるという結果になっています。 
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３．新庁舎建設に係る建設候補地（自己用地）の比較表 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

傾斜
配分

①地震による影響等 ×
最大震度７（活断層）
既知活断層まで４００m（イエローゾーン外）

液状化危険度極めて高い
×

最大震度７（活断層）
既知活断層まで６００m（イエローゾーン外）

液状化危険度極めて高い

②津波・洪水・ため池の
　決壊による影響等 △

最大基準水位２.１m
地盤の嵩上げ等による対策が現実的に可能 △

最大基準水位２.９m
地盤の嵩上げ等による対策が現実的ではない

③災害発生時・後における
　アクセス性 ○

災害時の緊急輸送道路に直結
（災害瓦礫に対する早期の道路啓開が望める） △

アクセス道路が２本以上
（アクセス道路が通行不能となった場合も、他の
アクセス道路から迂回が望める）

①駅やバス停からの
　アクセス性 ○

鳴門駅から７００m
バス停（平日６路線、全１５３便）が隣接 △

鳴門駅から１km
バス停（平日６路線、全１５３便）から３３０m

②他の官公署等からの距離 ○ 主な官公署等がすべて約１km以内に立地 ○ 主な官公署等がすべて約１km以内に立地

①用地取得の必要性 ○

現在の敷地面積：１５,５００㎡
（別に駐車場用地あり）

従来の職員駐車場、周辺の民間駐車場が活用でき
るため、新たな用地取得は不要

○

現在の敷地面積：７,０００㎡
（別に駐車場用地あり）

従来の職員駐車場、周辺の民間駐車場は活用でき
るため、新たな用地取得は不要

②公共交通体系の見直し・
　災害対策による事業費
　拡大

△
公共交通体系の見直しは不要
液状化対策、津波対策による事業費の増大が見込
まれる

△
公共交通体系の見直しは不要
液状化対策、津波対策による事業費の増大が見込
まれる

①都市計画マスタープラン
　との整合性 ○

現庁舎と同位置であるため、整合性あり
将来都市構造上は「にぎわい生活産業拠点」で、
土地利用方針場は「業務ゾーン」

△
将来都市構造上は現庁舎と同じエリアに属する
が、土地利用方針上は「住居ゾーン」

②各種法令との適合性 ○ 特殊な法令上の手続きを必要としない ○
第一種中高層住居専用地域からの用途変更を行う
ため、都市計画法上の手続きを要する

①建設候補地としての
　脆弱性（特記事項）

②その他留意事項

上記評価を点数化した場合の比較

行政施設が集約された地域に位置し、市民の利便性が高
い

文化会館駐車場と市役所駐車場の間で、日常的な分離が
難しく、駐車場の独立性が失われる

○＝２点、△＝１点
×＝０点とした場合

（２１点満点）
15.5点 12.0点

そ
の
他

緊急輸送道路に直結している
消防庁舎と隣接している
津波浸水、液状化による被害が想定されている

アクセス道路が市道のみ
津波浸水、液状化による被害が想定されている

経
済
性

1.0

整
合
性

1.0

防
災
拠
点
・
安
全
性

 1.5

利
便
性

1.0

比 較 項 目 ①現庁舎敷地 ②文化会館駐車場
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傾斜
配分

①地震による影響等 △

最大震度６強（活断層）
既知活断層まで３３０m（イエローゾーン外）

液状化危険度かなり低い
（液状化が周辺環境に及ぼす被害は大きいと考えられる）

×
最大震度７（活断層）
既知活断層まで７００m（イエローゾーン外）

液状化危険度極めて高い

②津波・洪水・ため池の
　決壊による影響等 △

最大基準水位０m
（ため池の決壊による想定浸水深0.5～3.0ｍ） △

最大基準水位２.６m
地盤の嵩上げ等による対策が現実的に可能

③災害発生時・後における
　アクセス性 ○

災害時の緊急輸送道路からのアクセス道路が、津
波浸水や土砂災害の想定区域となっていない
（災害時にもアクセス性の確保が容易）

△
アクセス道路が２本以上
（アクセス道路が通行不能となった場合も、他の
アクセス道路から迂回が望める）

①駅やバス停からの
　アクセス性 ×

教会前駅から１km
バス停（平日２路線、全４４便）から９４０m ○

鳴門駅から７００m
バス停（平日３路線、全６２便）が隣接

②他の官公署等からの距離 × 主な官公署等から約３km以上離れている △ 主な官公署等がすべて約２km以内に立地

①用地取得の必要性 △

現在の敷地面積：１７,８００㎡

職員駐車場を含む駐車場用地の確保には、立体駐
車場の整備が必要
なお、周辺で新たに取得できる用地は少ない

○

現在の敷地面積：２３,５００㎡

新たな用地取得は不要
ただし、周辺で新たに取得できる用地は少なく、
都市公園機能を近隣で確保するならば、新たな用
地取得が必要

②公共交通体系の見直し・
　災害対策による事業費
　拡大

×
公共交通体系の見直し、ため池浸水対策による事
業費の増大が見込まれる ×

公共交通体系の見直し、液状化対策、津波対策に
よる事業費の増大が見込まれる

①都市計画マスタープラン
　との整合性 × 将来都市構造、土地利用方針ともに「指定なし」 △

将来都市構造上は現庁舎と同じエリアに属する
が、土地利用方針上は「都市緑地ゾーン」

②各種法令との適合性 ○
都市計画法に規定する開発許可申請を要する
都市計画施設の設定を解除する手続きを要する ×

第一種住居地域からの用途変更を行うため、都市
計画法上の手続きを要する
都市公園の廃止に向けた各種手続き、周辺住民等
からの理解を得るのに時間を要する

①建設候補地としての
　脆弱性（特記事項）

②その他留意事項

上記評価を点数化した場合の比較

③旧衛生センター敷地比 較 項 目 ④うずしおふれあい公園敷地

防
災
拠
点
・
安
全
性

 1.5

利
便
性

1.0

経
済
性

1.0

整
合
性

1.0

緊急輸送道路からのアクセスが容易
アクセス道路が市道のみ
津波浸水、液状化による被害が想定されていないそ

の
他

9.0点 9.0点
○＝２点、△＝１点
×＝０点とした場合

（２１点満点）

災害応急対策、復旧対策時における他機関（応援部隊）
の集結候補地となっている
災害廃棄物の集積候補地となっている

都市公園の代替地に関する検討が必要
住宅地に位置するため、周辺環境との調和に配慮が必要

アクセス道路が市道のみ
津波浸水、液状化による被害が想定されている
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４．新庁舎の配置比較 
 

 
 

 北側配置案 南側配置案 

配
置
図 

 

 
 
 
 
 

 

階
数 

地上５階 

地下無し 

地上６階 

地下無し 

想
定
高
さ 

約２３ｍ 

（地盤の嵩上げは含まない） 

約２７ｍ 

（地盤の嵩上げは含まない） 

庁
舎
位
置 

〇 
・ 国道２８号線からの視認性は良好 

・ 消防庁舎との連携が最も容易 
△ 

・ 国道２８号線からの視認性は比較的良好 

・ 消防庁舎と離れた位置となる 

駐
車
場 

〇 

・ 来庁者用：１３０台 

・ 公用車用：１１０台 

・ 多目的エリア確保 

〇 

・ 来庁者用：１３０台 

・ 公用車用：１１０台 

・ 多目的エリア確保 

〇 

・ 多目的エリアが公用車用駐車場と一体か

つ、文化会館駐車場と近接するので、弾

力的な運用が可能 

○ 

・ 多目的エリアが公用車用駐車場と一体か

つ、うずしお会館と近接するので、弾力

的な運用が可能 

動
線
計
画 

〇 ・ 歩車分離が可能 × 

・ 来庁者用駐車場の大半が新庁舎と離れ、

市役所線を横断して来庁 

・ 歩行者動線と車両動線が交錯 

経
済
性 

○ 
・ 仮設庁舎が不要であり、事業費の圧縮が

可能 
× 

・ 共済会館、保険棟の解体撤去に伴う仮設

庁舎が必要となることから、事業費が 

増大する 

評
価 

〇 × 

公用車用駐車場 

１１０台 

＋ 多目的エリア 

新庁舎 
建築面積 

２,０００㎡

公用車用駐車場 

１１０台 

＋ 多目的エリア 

来庁者用駐車場 
１３０台 

新庁舎 
建築面積 

２,４００㎡ 

２０台 

来庁者用駐車場 
１１０台 
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５．新庁舎建設事業の全体工程（予定） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現状敷地図】                              【新庁舎配置図】 

１．【左図】①市民会館、②倉庫・車庫、③旧堀部邸を解体撤去する 

２．【右図】④新庁舎を建設し、庁舎機能を移転する 

３．【左図】⑤現本庁舎を解体撤去する 

４．【右図】現本庁舎の跡地に、⑥第一駐車場を整備する 

５．【左図】⑦旧鳴門簡裁、⑧保険棟、⑨共済会館、⑩倉庫等を解体撤去する 

６．【右図】保険棟、共済会館等の跡地に、⑪第二駐車場、多目的エリアを整備する 

 

 

 

 

第一駐車場 

第二駐車場 
＋ 

多目的エリア 
 

新 庁 舎  ①

②

③

④

⑤ ⑥

⑦
⑧ ⑨

⑩

⑪
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６．ＰＦＩ方式に関する検討 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ ＰＦＩ導入の判断基準 

ＶＦＭ（％）＝
従来方式によるＬＣＣ

従来方式によるＬＣＣ － ＰＦＩ方式によるＬＣＣ
 × １００

〈 Ｐ Ｆ Ｉ 方 式 〉〈 従 来 方 式 〉

支払利息

維持管理費
（運営費含む）

設計・建設費

支払利息

維持管理費
（運営費含む）

設計・建設費

ＶＦＭ

 
 ＰＦＩを導入するかどうかは、従来方式によるＬＣＣと、ＰＦＩ方式を採

用した場合のＬＣＣとを比較し、どちらが優位かで判断されます。 

 ＰＦＩ方式の採用による優位性をＶＦＭ（Value For Money）といい、同

方式を採用した方が支払いに対して価値の高いサービスを供給できると判

定された場合に「ＶＦＭがある（優位）」ということになります。 

 ＶＦＭは次の計算式により算出します。 
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◇ ＰＦＩ導入の課題 
本事業に関しては、ＰＦＩ方式の採用 

は効果的とはいえない 
⇒ 
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７．現本庁舎の存廃に関する考察のための整理 

現本庁舎の存廃に関する考察を行うため、これまでに議論してきた内容、市民アンケー

ト等の結果から、以下のように整理を行います。 

 

１．現本庁舎の庁舎施設としての継続利用について 

新庁舎建設後の庁舎体制については、これまでも、「６行政庁舎の機能を集約した１棟

体制案」と、「現本庁舎を改修、継続利用しながら、他の５行政庁舎の機能を集約する  

２棟体制案」について比較を行ってきましたが、これまでに議論してきた施設規模や  

概算事業費などを踏まえ、改めて両案におけるライフサイクルコストの整理、比較を  

行いました。その結果は以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この結果を見ると、ライフサイクルコスト、つまり経済性の観点では、「１棟体制案」

の方が、「２棟体制案」に比べて優位となります。 

また、上記のコスト試算にあたっては、現本庁舎を耐震改修する場合にも、免震構造

の採用を前提としています。地震動対策については、それで十分な効果が望めるものと

考えられますし、液状化対策についても、薬液の注入などの工法が確立されており、  

費用の増大は想定されますが、何らかの対策が可能です。 

しかしながら、津波浸水対策に関しては、現本庁舎が建つ地盤の嵩上げを行うことは

難しく、２.５メートル前後の塀を設置するなどの対策も現実的とはいえません。他の  

自治体では、庁舎１階部分などには、津波浸水による被害が生じても問題ない機能だけ

を配置するなどの事例もありますが、市民アンケートの結果にもあるように、防災拠点

としての役割を期待される庁舎施設については、津波浸水による被害を限りなく抑制 

することが期待されていますが、現本庁舎において、それを実現することは困難です。 

また、「２棟体制案」では、庁舎が 2 つに分かれることで、庁舎機能が分断されるため、

集約による利便性向上効果も薄れてしまいます。 

 

（単位：千円）

① 今後４０年間
　（現本庁舎建替え有り）

２案の方が１０.１億円程度安価

② 今後２０年間 ２案の方が８.１億円程度安価

③【参考】今後４０年間
　（現本庁舎建替え無し）

２案の方が６.９億円程度安価8,563,063

7,877,250

7,877,250

１案：２棟体制案 ２案：1棟体制案

比較の視点
【実質負担ベース】

ライフサイクルコスト
備　　　　考

3,826,6254,634,031

8,888,188
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２．現本庁舎の価値について 

現本庁舎は、島田小学校をはじめとする学校施設や市民会館、文化会館など、市内  

１９箇所に建設された、故増田友也氏の設計による公共建築群の初期施設として完成 

されました。 

これらの建築物は、人口の増加による行政需要の拡大やボートレース事業の好況など

を背景に、昭和３０年代後半から昭和５０年代にかけて集中的な整備を進めた、本市の

公共施設の中でも中心的な役割を担ってきましたが、特に、現本庁舎については、５５

年もの長きにわたり、行政の中心施設として市民に親しまれ、地域の発展を見守り、  

本市の社会形成に貢献してきたシンボル的存在であります。 

また、現本庁舎は、戦後の早い時期における故増田友也氏の近代建築に対する思索が

反映された、学術的価値を持つ建築物であるといわれており、平成２０年には、近代  

建築の記録と保存を目的とする国際学術組織「ＤＯＣＯＭＯＭＯ（ドコモモ）」（本部：

フランス）の日本支部が選定する近代建築１４５選に選ばれています。 

 

 

３．現本庁舎の庁舎施設以外としての利用について 

１．での整理結果から、今後、もし現本庁舎を保存、利用していく場合、それは庁舎

以外での利用を見出していくことになるものと考えられます。 

市では、平成２８年度末に策定した「鳴門市公共施設等総合管理計画」では、限り   

ある財源の中でも、将来世代に必要な機能、必要な施設を健全な状態で、確実に引継い

でいくことを目標に、今後のインフラ施設をはじめとする公共施設等の大量更新時代に

向け、施設総量の最適化などの取組みを推進していくこととしています。 

そうした中、現本庁舎のように、施設・設備ともに老朽化が進み、耐震性能も不足   

している施設に何億円もの財源を投入し、今後数十年使用すると判断するためには、  

市民ニーズに沿った目的を持った施設であることが前提となります。 

市でも、このことについて検討は行いましたが、現時点で現庁舎の活用方法に関する

ビジョンは見出せていないというのが実情であり、現本庁舎をこのまま残した場合、  

現庁舎敷地の土地利用において、今後、一体的、有効的な土地利用をしようとする際の

大きな支障となることも予想されます。 

現本庁舎が持つ価値は認めるところではありますが、そうした中、現本庁舎を残すと

いう判断をするには市民の理解が必要不可欠となります。しかしながら、市民アンケー

トの結果などを踏まえれば、現本庁舎を残すということは困難であると考えられます。 
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※ 参考 

現本庁舎及び市民会館について、老朽化対策、耐震改修（免震構造ではなく一般的な

耐震構造を採用）を施し、今後２０年間保持した場合のライフサイクルコストは以下の

とおりです。 

 

 

 

 

 

 

※  「運用管理費」は、「平成１７年 建築物のライフサイクルコスト（国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修）」に基

づき算出した。 

※ ①建設費のうち、耐震改修費用について、地方債「緊急防災・減災事業債」を活用することを想定した。              

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【実質負担ベース】 （単位：千円）

① 20年コスト

1,185,000 1,185,000 921,000 ― 2,106,000

457,600 457,600 506,000 ― 963,600

① 現本庁舎

② 市民会館

施設名称

建設費

② 運用管理費 ③ 解体費
ライフサイクルコスト

（今後20年間）
①＋②＋③
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８．庁舎整備に係るライフサイクルコストについて 

１．ライフサイクルコストの整理 

  第 1 回鳴門市新庁舎建設基本計画検討委員会において、庁舎の建設・改修を見込んだ

今後４０年間のトータルコストを試算・提示したところでありますが、 

① 新庁舎建設にあたっての㎡当たりの建設工事費：４５０千円／㎡ 

  ② ランニングコスト（点検・清掃・保安・光熱水費等の日常の維持管理費） 

を考慮し、本市庁舎に係るライフサイクルコスト（建設費＋運用管理費＋解体費）を  

整理することとしました。 

 

２．比較する案 

  ここでは、以下の２案についてライフサイクルコストの比較を行うこととします。 

○「１案：2 棟体制案」 

 現本庁舎に耐震改修、長寿命化改修を施し、引き続き庁舎として活用するとともに、

その他の行政庁舎（５施設）の機能を集約した新庁舎（７,５００㎡）を建設する案 

○「２案：１棟体制案」 

 すべての行政庁舎（６施設）の機能を集約した新庁舎（１２,０００㎡）を建設する案 

 

３．ライフサイクルコストの比較 

  上記２案について、以下の各視点からライフサイクルコストの比較を行うと、次の  

ような結果となりました。（各比較の具体的な内容は次ページ以降に記載。） 

① 今後４０年間（築後８０年経過時に現本庁舎を建替える場合） 

② 今後２０年間 

※【参考】 今後４０年間（築後８０年経過後も現本庁舎を使用し続ける場合） 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

① 今後４０年間
　（現本庁舎建替え有り）

２案の方が１０.１億円程度安価

② 今後２０年間 ２案の方が８.１億円程度安価

③【参考】今後４０年間
　（現本庁舎建替え無し）

２案の方が６.９億円程度安価8,563,063

7,877,250

7,877,250

１案：２棟体制案 ２案：1棟体制案

比較の視点
【実質負担ベース】

ライフサイクルコスト
備　　　　考

3,826,6254,634,031

8,888,188
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① 今後４０年間に係るライフサイクルコストの比較 

【築後８０年経過時に現本庁舎を建替える場合】 

  「鳴門市公共施設等総合管理計画」では、公共施設等（インフラ施設を含む）の維持

に必要な更新・改修費用や、それに充当可能な財源を示しており、持続可能性に配慮し

た施設総量の最適化、ライフサイクルコストの縮減等を目標に掲げています。 

このことを踏まえ、今後４０年間のライフサイクルコストを、１・２両案について  

試算、比較すると、次のような結果となりました。なお、現本庁舎については、一般的

に鉄筋コンクリート造建築物における耐用年数の限界といわれる、築後８０年を経過す

る時点で建替えを行うものと仮定しています。 

 

 

 

 

 

 

「１棟体制案」の方が「２棟体制案」よりも、１４.５億円程度安価となります。 

※ 「４０年間コスト」は、建物の寿命を８０年までと仮定し、今後４０年間に該当する部分のコストを算出したもの。 

※  「運用管理費」は、「平成１７年 建築物のライフサイクルコスト（国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修）」に基づ

き算出した。                                       （以下も同様） 

 

 

また、有利な財源を活用した場合の実質負担額では、次のような結果となります。 

 

 

 

 

 

 

この結果、有利な財源を活用しても、今後４０年間のライフサイクルコストは、「１棟

体制案」の方が「２棟体制案」よりも、１０.１億円程度安価となりました。 

※ 建設費（新築）に係る有利な財源は、現在示されている期限以降は継続しないことを前提とする。 

※ １・２両案のうち、建設費（新築）には、地方債「市町村役場機能緊急保全事業」を、建設費（免震構造の採用費）

には、地方債「緊急防災・減災事業債」を活用することを想定した。            （以下も同様） 

 

【事業費ベース】 （単位：千円）

① 40年コスト

１案： ２棟体制案 7,725,000 4,316,875 5,123,000 430,000 9,869,875

２案： １棟体制案 5,740,000 2,870,000 5,124,000 430,000 8,424,000

整備方針

建設費

② 運用管理費 ③ 解体費
ライフサイクルコスト

（今後40年間）
①＋②＋③

【実質負担ベース】 （単位：千円）

① 40年コスト

１案： ２棟体制案 6,363,625 3,335,188 5,123,000 430,000 8,888,188

２案： １棟体制案 4,646,500 2,323,250 5,124,000 430,000 7,877,250

整備方針

建設費

② 運用管理費 ③ 解体費
ライフサイクルコスト

（今後40年間）
①＋②＋③
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② 今後２０年間に係るライフサイクルコストの比較 

  前述のとおり、現本庁舎のような鉄筋コンクリート造の建築物では、一般的に築後  

８０年が耐用年数の限界といわれています。 

現に、平成１６年度に実施した中性化試験の結果、現本庁舎１階部分では中性化が  

かなり進行し、庁内のいたる箇所で雨漏りが生じるなど、現本庁舎の躯体を支えるコン

クリートは、健全な状態にあるとは言い難い状況です。 

このことを踏まえ、現本庁舎が築後８０年を迎える、２０年後までの間のライフサイ

クルコストを、１・２両案について試算、比較すると、次のような結果となりました。 

 

 

 

 

 

 

「１棟体制案」の方が「２棟体制案」よりも、１３.３億円程度安価となります。 

 

また、有利な財源を活用した場合の実質負担額では、次のような結果となります。 

 

 

 

 

 

 

この結果、有利な財源を活用しても、今後２０年間のライフサイクルコストは、「１棟

体制案」の方が「２棟体制案」よりも、８.１億円程度安価となりました。 

 

 

 

 

【実質負担ベース】 （単位：千円）

① 20年コスト

１案： ２棟体制案 4,211,125 2,090,031 2,394,000 150,000 4,634,031

２案： １棟体制案 4,646,500 1,161,625 2,235,000 430,000 3,826,625

整備方針

建設費

② 運用管理費 ③ 解体費
ライフサイクルコスト

（今後20年間）
①＋②＋③

【事業費ベース】 （単位：千円）

① 20年コスト

１案： ２棟体制案 5,572,500 2,881,875 2,394,000 150,000 5,425,875

２案： １棟体制案 5,740,000 1,435,000 2,235,000 430,000 4,100,000

建設費

整備方針
ライフサイクルコスト

（今後20年間）
①＋②＋③

② 運用管理費 ③ 解体費
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【参考】 今後４０年間に係るライフサイクルコストの比較 

【築後８０年経過後も現本庁舎を使用し続ける場合】 

  ３．①では、現本庁舎を築後８０年が経過する時点で建替えることとし、ライフサイ

クルコストを試算しましたが、築後８０年を超えても、何らかの方法で現本庁舎を維持

していくことができたとした場合（現実的といえるものではありませんが）、そのライフ

サイクルコストはどうなるのかという観点から、今後４０年間のライフサイクルコスト

を、１・２両案について試算、比較すると、次のような結果となりました。 

なお、現本庁舎の維持・保存にあたって、本来必要となるであろう特別な処置に係る

経費については不明であるため、特別な費用計上は行っておりません。 

 

 

 

 

 

 

「１棟体制案」の方が「２棟体制案」よりも、１０.８億円程度安価となります 

 

また、有利な財源を活用した場合の実質負担額では、次のような結果となります。 

 

 

 

 

 

 

この結果、有利な財源を活用しても、今後４０年間のライフサイクルコストは、「１棟

体制案」の方が「２棟体制案」よりも、６.９億円程度安価となりました。 

 

 

 

【実質負担ベース】 （単位：千円）

① 40年コスト

１案： 新棟＋改修案 4,211,125 2,797,063 5,616,000 150,000 8,563,063

２案： 建替え案 4,646,500 2,323,250 5,124,000 430,000 7,877,250

整備方針

建設費

② 運用管理費 ③ 解体費
ライフサイクルコスト

（今後40年間）
①＋②＋③

【事業費ベース】 （単位：千円）

① 40年コスト

１案： ２棟体制案 5,492,813 3,738,906 5,616,000 150,000 9,504,906

２案： １棟体制案 5,740,000 2,870,000 5,124,000 430,000 8,424,000

整備方針

建設費

② 運用管理費 ③ 解体費
ライフサイクルコスト

（今後40年間）
①＋②＋③
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４．まとめ 

  様々な視点から、「２棟体制案」と「１棟体制案」におけるライフサイクルコストを  

試算、比較しましたが、およそどのケースにおいても、６～１０億円以上「１棟体制案」

の方が安価になるという結果となりました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



資料編 

 

資料編 - 24 

鳴門市庁舎における個別施設計画 

 
１．計画の位置づけ 

本計画は、平成２９年３月に策定した「鳴門市公共施設等総合管理計画」を上位計画

とした、国のインフラ長寿命化基本計画に基づく個別施設計画に位置づけられます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．対象施設 

対象施設は、「鳴門市公共施設等総合管理計画」における行政系施設（庁舎等）のうち、

「本庁舎」とします。 

なお、同施設分類に位置づけられている「共済会館」、「保険棟」、「旧鳴門簡裁」、「旧

堀部邸」については、新庁舎の建設に伴う解体撤去を予定しているため、また、「分庁舎」、

「うずしお会館」、「水道会館」、「旧教育委員会棟」、「立岩倉庫」については、新庁舎   

への機能集約後における施設の活用を含め、今後策定する個別施設計画の中で方向性を

検討していくこととするため、本計画では対象外とします。 

 

３．計画期間 

計画期間は、上位計画である「鳴門市公共施設等総合管理計画」の計画期間と合わせ、

平成３０年（２０１８年）度から平成３８年（２０２６年）度とします。 

なお、施設の更新等を長期的視点で捉えるため、計画対象期間についても「鳴門市  

公共施設等総合管理計画」に合わせ、平成３０年（２０１８年）度から平成６８年   

（２０５６年）度とし、また、計画期間中においても、「鳴門市公共施設等総合管理計画」

の見直しなどにより、適宜柔軟に本計画の見直しを行うこととします。 

 

 

☆個別施設計画

 ○公共施設　　　　  ○公都市基盤施設
　・庁舎　　　　　　　・道路
　・学校施設　　　　　・橋梁
　・公営住宅　など　　・公園施設　など

鳴門市公共施設等総合管理計画

イ
ン
フ
ラ
長
寿
命
化
基
本
計
画

  鳴門市都市計画マスタープラン
  各種施設関連計画　             など

第六次鳴門市総合計画

  鳴門市スーパー改革プラン2020

（国）
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４．対策の優先順位の考え方 

本庁舎は、市民の生活を守り、支える役割を担うなど、市政全般にわたる拠点施設  

ですが、建築から５５年が経過し、施設・設備ともに老朽化が進む中、耐震性能の不足

やバリアフリーへの対応、庁舎の分散、狭あい化など、様々な課題を抱えており、鉄筋

コンクリート造建築物の標準耐用年数である築後６０年目を目前に、早急な対応が求め

られています。 

 

５．個別施設の状態等 

市民の生命と財産、生活を守る役割を担う本庁舎は、大規模災害時においても、防災

災害対応拠点として、その機能を維持し、復旧・復興に向けた業務を継続できるだけの

安全性能を確保しておく必要があります。 

しかし、本庁舎は、平成１６年度に実施した耐震診断において、Ｉｓ値が０.４７、  

「地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性がある」という結果が  

出ているなど、南海トラフ地震防災対策推進地域に指定される本市の拠点施設として、

その安全性能に大きな課題を抱えています。 

 
※ 本庁舎は、国土交通省による「官庁施設の総合耐震計画基準」に準じ、災害応急対策

活動に必要な官庁施設として備えるべき耐震安全性を確保するため、通常の耐震性能で

あるＩｓ値０.６の１.５倍にあたるＩｓ値０.９以上が求められています。 

 

６．対策内容と実施時期 

（１）対策内容 

「４．対策の優先順位の考え方」及び「５．個別施設の状態等」において述べたよ

うに、本庁舎は様々な課題を抱えており、応急措置的対応では根本的な解決が困難な

状況となっています。 

本庁舎が抱える課題の解決はもとより、第六次鳴門市総合計画に掲げる本市の将来 

都市像「結びあう絆が創る 笑顔と魅力うずまく鳴門」の実現を目指し、新庁舎の建設

を早急に進めていきます。 
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（２）実施時期 

新庁舎建設に係る事業スケジュールは、以下のとおりです。平成３１年（２０１９

年）度に基本設計を策定し、その後、実施設計・施工の一括発注（ＤＢ１）方式に    

より建設工事を行い、平成３４年（２０２２年）度からの供用開始を目指します。 

なお、一部解体工事や外構工事などは、平成３４年（２０２２年）度以降に実施   

する予定で、新庁舎建設後は、「鳴門市公共施設等総合管理計画」に掲げた予防保全型

の維持管理を行います。 

 
 
 
 
 
 
 

 

７．対策費用 

計画対象期間内（平成３０年（２０１８年）度から平成６８年（２０５６年）度）に

おける対策費用（概算）は以下のとおりです。 

対策費用の算出にあたって、新庁舎建設事業費は、「鳴門市新庁舎建設基本計画」本編

第６章３．概算事業費及び財源に掲げる新庁舎建設の概算事業費を、その他の費用に  

ついては、「平成１７年 建築物のライフサイクルコスト（国土交通省大臣官房官庁営繕

部 監修）」を参考としています。 

なお、新庁舎建設後の対策費用については、時期を見て実際の費用をもとに算出し、

見直しを行う予定です。 

 

（単位：千円） 

施設名称 
H30(2018)～

H33(2021) 

新庁舎建設 

事業費 

H34(2022)～

H68(2056) 
合計 

本庁舎 101,727 6,220,000 4,085,861 10,407,588 

 

※ このほか、設計や地質調査、附帯工事（車庫・倉庫など）、備品購入などの経費が見込

まれますが、詳細は基本設計以降で試算を行うこととしています。 
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新庁舎建設に関する市民会議〈第１回〉 

ワークショップ議事録 

平成３０年７月 1６日（月）午後 1４時００分～ 

鳴門市うずしお会館２階第１会議室 

 

班編成（五十音順、敬称略） 

【１班】 

コーディネーター：梶原 真、補助員：大川 誠 

参加者：飯田 満、池田 梅一、小川 泰範、小黒 孝義、高田 博子 

 

【２班】 

コーディネーター：藤田 邦和、補助員：伊庭 英樹 

参加者：立本 利博、濵田 淳子、益岡 道義、松下 周平 

 

【３班】 

コーディネーター：榎 恭志郎（大建設計）、補助員：小川 真澄 

参加者：藍野 洋三、齋藤 忠恒、手塚 任、脇 景子 

 

【４班】 

コーディネーター：若森 正樹（大建設計）、補助員：向 航大 

参加者：佐々木 宏樹、谷添 敦子、田村 嘉啓、中岸 敏昭 

 

【５班】 

コーディネーター：西端 賢一（大建設計）、補助員：西岡 敬太 

参加者：戸田 浅夫、平松 芳健、三浦 森次、山田 佳世 
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。

・
庁

舎
を

高
い

場
所

に
。

・
過

去
に

水
没

し
て

い
な

い
高

台
。

（
地

震
、

　
津

波
、

土
砂

災
害

に
耐

え
ら

れ
る

場
所

）
・

阿
南

市
役

所
で

は
地

階
に

あ
り

、
雨

で
も

大
　

丈
夫

。
・

防
災

拠
点

。
・

災
害

に
強

い
。

・
災

害
に

あ
っ

て
も

自
家

発
電

が
で

き
る

。
・

耐
震

化
さ

れ
て

い
な

い
庁

舎
、

市
民

会
館

、
　

文
化

会
館

、
勤

労
者

体
育

セ
ン

タ
ー

も
一

体
　

化
し

て
、

策
定

し
て

欲
し

い
。

魅
力

発
信

・
鳴

門
を

感
じ

る
庁

舎
。

・
何

を
P

R
、

市
の

売
り

に
す

る
か

。
・

歴
史

、
文

化
を

展
示

す
る

資
料

が
な

い
。

・
鳴

門
、

ド
イ

ツ
、

第
九

、
特

色
あ

る
点

。
・

イ
メ

ー
ジ

カ
ラ

ー
：

茶
色

o
rコ

ス
モ

ス
（

ド
　

イ
ツ

（
第

九
）

、
青

（
海

）
・

地
下

を
水

族
館

に
す

る
。

・
発

信
力

の
強

化
。

・
船

券
を

買
え

る
よ

う
に

す
る

。
・

市
民

が
自

慢
で

き
る

市
役

所
。

・
鳴

門
を

世
界

へ
発

信
で

き
る

庁
舎

。
・

奇
抜

で
も

い
い

自
慢

で
き

る
庁

舎
。

・
東

京
も

大
阪

も
2

時
間

で
行

け
る

便
利

さ
を

　
ア

ピ
ー

ル
。

―
―

―

経
済

性
・

多
施

設
を

一
ヶ

所
に

集
約

し
て

、
総

コ
ス

ト
　

を
下

げ
る

努
力

が
必

要
。

・
新

市
役

所
は

一
ヶ

所
に

集
約

し
て

ほ
し

い
。

・
予

算
の

中
で

建
て

ら
れ

る
も

の
を

建
て

る
べ

　
き

。
・

お
金

の
か

か
ら

な
い

よ
う

に
。

・
人

口
5

万
人

の
小

都
市

の
市

役
所

。
・

将
来

の
人

口
減

を
考

慮
し

た
規

模
の

建
物

。
・

コ
ス

ト
を

意
識

し
た

庁
舎

。
・

安
い

税
負

担
（

軽
自

動
車

税
等

）
。

・
IT

は
却

っ
て

莫
大

な
お

金
が

か
か

る
。

・
人

件
費

削
減

は
購

買
力

を
下

げ
る

。
・

特
徴

は
不

要
。

・
稼

げ
る

庁
舎

。
・

貸
し

駐
車

場
。

・
コ

ン
パ

ク
ト

で
機

能
的

。
・

リ
ー

ス
方

式
で

建
設

費
を

な
く

す
。

・
維

持
費

の
あ

ま
り

か
か

ら
な

い
。

・
低

層
階

を
貸

し
、

シ
ョ

ピ
ン

グ
モ

ー
ル

に
。

・
名

前
を

貸
し

出
す

ネ
ー

ミ
ン

グ
ラ

イ
ツ

。
・

モ
ー

タ
ー

プ
ー

ル
を

使
用

し
て

貸
し

出
し

。
・

建
設

費
は

安
く

。
・

正
確

な
金

額
を

市
民

に
示

す
よ

う
に

。
・

人
口

推
移

を
踏

ま
え

て
、

適
正

な
規

模
。

・
リ

ー
ス

会
社

を
市

民
の

出
資

に
よ

り
作

る
。

施
　

　
設

・
市

民
ス

ペ
ー

ス
で

会
議

や
簡

単
な

調
理

、
ビ

　
デ

オ
鑑

賞
が

で
き

る
よ

う
に

し
て

ほ
し

い
。

・
市

民
と

職
員

が
交

流
で

き
る

コ
ー

ヒ
ー

シ
ョ

　
ッ

プ
。

・
自

然
光

の
利

用
。

・
バ

ッ
ク

ヤ
ー

ド
の

充
実

、
職

員
の

会
話

が
新

　
し

い
ア

イ
デ

ア
が

生
ま

れ
る

。
・

き
れ

い
で

、
使

い
や

す
い

ト
イ

レ
。

・
市

議
会

の
傍

聴
者

が
増

え
る

よ
う

に
。

・
市

民
が

集
ま

り
や

す
い

場
所

づ
く

り
。

・
集

客
の

要
と

し
て

、
中

心
商

店
街

の
近

く
に

　
市

役
所

を
。

・
出

来
る

だ
け

早
く

建
て

て
ほ

し
い

。
・

使
い

や
す

い
１

棟
案

で
。

・
中

規
模

（
8

0
0

名
程

度
）

の
ホ

ー
ル

機
能

。
・

ホ
ー

ル
の

舞
台

に
は

せ
り

上
り

と
２

つ
の

花
　

道
が

必
要

。

・
風

影
に

写
る

色
彩

が
良

い
。

・
今

の
庁

舎
の

色
が

い
い

（
青

）
。

・
文

化
会

館
、

撫
養

川
沿

い
。

・
来

て
も

ら
え

る
庁

舎
。

・
中

学
の

色
（

白
）

。
・

目
に

付
く

も
の

。
・

電
線

は
地

下
。

・
市

発
信

ス
ペ

ー
ス

　
観

光
案

内
。

・
夜

間
対

応
（

子
供

の
救

急
施

設
）

。
・

駐
車

場
ス

ペ
ー

ス
大

き
く

。
・

庁
舎

内
の

託
児

所
。

・
公

園
等

、
子

供
が

遊
べ

る
ス

ペ
ー

ス
。

―

新
庁

舎
建

設
に

関
す

る
市

民
会

議
〈

第
１

回
〉

で
出

さ
れ

た
意

見
【

ま
と

め
】
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１
　

　
班

２
　

　
班

３
　

　
班

４
　

　
班

５
　

　
班

建
設

場
所

周
辺

整
備

・
駐

車
場

を
十

分
確

保
す

る
。

・
交

通
の

便
が

良
い

所
。

―

・
新

し
い

道
路

沿
い

に
建

て
る

。
・

新
し

い
と

こ
ろ

に
活

性
化

。
・

津
波

、
地

震
＞

山
。

・
ど

こ
か

ら
も

シ
ン

ボ
ル

が
見

え
る

。
・

駅
に

近
い

方
が

い
い

。
・

駅
前

か
ら

黒
崎

の
方

。
・

現
在

地
の

場
合

、
1

5
階

以
上

。
こ

こ
の

場
所

　
は

地
盤

が
低

い
の

で
。

・
分

散
も

O
K

。
・

分
散

し
た

方
が

災
害

時
に

強
い

。
・

分
散

し
て

も
問

題
が

少
な

い
庁

舎
は

分
散

す
　

る
。

・
庁

舎
の

集
約

は
機

能
性

重
視

。
・

ワ
ン

ス
ト

ッ
プ

サ
ー

ビ
ス

重
要

。
・

J
R

鳴
門

線
は

大
切

に
。

・
防

災
面

、
観

光
面

か
ら

幹
線

国
道

に
ア

ク
セ

　
ス

の
良

い
所

。

・
人

口
が

多
い

場
所

。
・

市
民

が
利

用
し

や
す

い
場

所
。

・
市

民
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

し
や

す
い

場
所

。
・

自
転

車
道

、
公

共
交

通
機

関
を

整
備

。
・

新
た

な
公

共
交

通
機

関
を

導
く

。
・

地
質

調
査

を
す

る
べ

き
。

・
公

共
交

通
機

関
と

連
携

。
・

路
面

電
車

を
引

く
。

・
J
R

駅
と

複
合

施
設

。
・

レ
ン

タ
ル

サ
イ

ク
ル

を
。

（
電

気
自

転
車

）
・

J
R

を
複

線
に

す
る

。

環
境

―
―

・
新

エ
ネ

ル
ギ

ー
の

活
用

。
・

鳴
門

の
水

は
き

れ
い

。

・
壊

せ
ば

ゴ
ミ

、
リ

フ
ォ

ー
ム

す
れ

ば
宝

。
・

太
陽

光
、

風
力

等
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
活

用
。

・
微

生
物

の
力

で
ゴ

ミ
を

資
源

化
、

電
力

化
。

・
雑

紙
回

収
が

進
ん

で
い

な
い

の
で

、
リ

サ
イ

　
ク

ル
セ

ン
タ

ー
機

能
を

持
た

せ
て

欲
し

い
。

・
上

勝
の

よ
う

に
3

0
品

目
の

ゴ
ミ

の
分

別
回

収
　

の
拠

点
に

。
・

雑
紙

回
収

、
分

別
回

収
を

進
め

る
拠

点
に

な
　

っ
て

欲
し

い
。

・
潮

流
発

電
。

・
太

陽
光

発
電

を
庁

舎
に

。
・

風
力

発
電

、
鳴

門
は

風
が

強
い

。
・

雨
水

、
日

光
等

、
自

然
エ

ネ
ル

ギ
ー

を
使

　
う

。
・

農
業

廃
棄

物
を

火
力

発
電

に
。

・
潮

力
発

電
。

・
太

陽
光

発
電

し
て

欲
し

い
。

現
庁

舎
（

増
田

建
築

）
―

―
―

・
増

田
建

築
は

残
す

。
結

論
は

3
0

年
後

に
。

・
古

い
庁

舎
を

大
事

に
、

出
来

る
だ

け
リ

フ
ォ

　
ー

ム
す

べ
き

で
な

い
か

。
・

文
化

的
価

値
よ

り
機

能
性

重
視

。

・
現

庁
舎

を
ゲ

ス
ト

ハ
ウ

ス
と

し
て

利
用

す
　

る
。

そ
の

他
―

・
パ

ー
キ

ン
ソ

ン
の

法
則

ど
お

り
に

な
ら

な
い

　
よ

う
に

。

・
市

民
会

館
（

公
民

館
）

は
別

が
い

い
。

・
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
、

税
務

署
ま

と
め

て
。

・
銀

行
。

・
貸

し
、

レ
ン

タ
ル

。
・

コ
ン

ビ
ニ

・
庁

舎
内

の
テ

ナ
ン

ト
ス

ペ
ー

ス
で

費
用

に
当

　
て

る
。

・
一

般
利

用
可

能
な

駐
車

ス
ペ

ー
ス

（
有

料
　

可
）

。

・
イ

ン
バ

ウ
ン

ド
対

策
で

宿
泊

で
き

る
庁

舎
。

　
（

ゲ
ス

ト
ハ

ウ
ス

）
。

・
イ

ン
バ

ウ
ン

ド
対

策
、

庁
舎

の
中

に
宿

泊
施

　
設

を
。

・
ア

ー
ト

の
あ

る
庁

舎
。

・
庁

舎
に

地
元

の
絵

を
飾

る
。

・
キ

ャ
ン

プ
が

で
き

る
場

所
。
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新庁舎建設に関する市民会議〈第２回〉 

ワークショップ議事録 

平成３０年８月 1８日（土）午後 1４時００～ 

鳴門市うずしお会館２階第 1 会議室 

 

班編成（五十音順、敬称略） 

【１班】 

コーディネーター：梶原 真、補助員：坂野 美緒 

参加者：飯田 満、池田 梅一、小川 泰範、半田 忠史 

 

【２班】 

コーディネーター：藤田 邦和、補助員：碇 貴士 

参加者：佐竹 弘通、立本 利博、濵田 淳子、益岡 道義 

 

【３班】 

コーディネーター：榎 恭志郎（大建設計）、補助員：小川 真澄 

参加者：藍野 洋三、大山 登、齋藤 忠恒、手塚 任、脇 景子 

 

【４班】 

コーディネーター：若森 正樹（大建設計）、補助員：向 航大 

参加者：乾 肇、佐々木 宏樹、多智花 亨、谷添 敦子 

 

【５班】 

コーディネーター：西端 賢一（大建設計）、補助員：西岡 敬太 

参加者：芝野 秀美、戸田 浅夫、平松 芳健、三浦 森次、山田 佳世 
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１
　

　
班

２
　

　
班

３
　

　
班

４
　

　
班

５
　

　
班

窓
口

・
相

談
機

能

○
窓

口
・

待
ち

時
間

を
有

意
義

に
利

用
で

き
る

シ
ス

テ
　

ム
。

・
病

院
の

よ
う

な
窓

口
で

は
な

い
も

の
。

・
あ

た
た

か
い

イ
メ

ー
ジ

の
窓

口
○

駐
車

場
・

市
民

の
た

め
の

広
い

駐
車

場
。

・
立

体
駐

車
場

。

・
窓

口
の

呼
び

出
し

機
能

が
欲

し
い

。
・

窓
口

を
利

用
す

る
こ

と
は

あ
ま

り
な

い
。

・
明

る
く

広
々

と
し

た
窓

口
。

・
エ

ス
カ

レ
ー

タ
ー

の
整

備
。

・
庁

舎
の

入
口

が
タ

ー
ミ

ナ
ル

と
な

る
よ

う
な

　
利

用
し

や
す

い
立

地
（

バ
ス

な
ど

）
。

・
路

線
バ

ス
が

市
役

所
玄

関
に

来
ら

れ
る

よ
う

　
な

利
便

性
。

・
動

線
を

短
く

。
　

　
　

・
歩

き
た

く
な

い
。

・
タ

ッ
チ

パ
ネ

ル
。

　
　

・
総

合
窓

口
。

・
窓

口
の

集
約

。
　

　
　

・
総

合
案

内
・

ド
ラ

イ
ブ

ス
ル

ー
。

　
・

明
る

く
・

横
の

繋
が

り
が

な
い

。
・

駐
車

場
・

窓
口

機
能

は
全

て
１

階
へ

。
・

オ
ー

プ
ン

ス
ペ

ー
ス

、
相

談
室

、
情

報
開

　
示

、
交

流
ス

ペ
ー

ス
。

・
高

齢
者

順
に

駐
車

場
を

近
く

に
。

・
長

い
窓

口
で

は
な

く
、

円
形

に
窓

口
を

配
置

　
す

る
。

〇
玄

関
・

来
賓

を
正

面
玄

関
で

迎
え

ら
れ

る
市

役
所

。
〇

窓
口

・
窓

口
は

1
階

に
集

約
。

・
ワ

ン
ス

ト
ッ

プ
窓

口
、

総
合

窓
口

。
・

利
用

頻
度

の
高

い
窓

口
や

高
齢

者
、

障
害

者
　

の
窓

口
は

低
階

層
に

お
く

。
・

ワ
ン

ス
ト

ッ
プ

の
窓

口
（

い
ろ

い
ろ

の
手

続
　

き
が

１
か

所
で

）
。

・
関

連
窓

口
の

近
接

化
、

ワ
ン

フ
ロ

ア
化

。
・

証
明

書
の

窓
口

に
は

個
人

で
打

ち
込

み
清

算
　

で
き

る
よ

う
に

す
る

。
・

サ
ー

ビ
ス

コ
ー

ナ
ー

は
入

口
の

近
く

に
。

・
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
の

守
れ

る
よ

う
な

空
間

も
必

　
要

（
相

談
窓

口
）

。

・
窓

口
に

通
訳

を
、

イ
ン

バ
ウ

ン
ド

対
策

。
・

外
国

人
の

方
の

対
応

を
す

る
課

を
つ

く
る

。
・

住
民

票
等

も
自

宅
で

プ
リ

ン
ト

で
き

る
シ

ス
　

テ
ム

に
な

る
と

い
い

。
・

フ
ロ

ア
マ

ネ
ー

ジ
ャ

ー
を

置
く

。
・

「
た

ら
い

ま
わ

し
防

止
」

。
関

連
の

あ
る

課
　

は
近

く
へ

。
ワ

ン
フ

ロ
ア

で
終

わ
ら

せ
る

。
・

保
険

課
な

ど
個

人
の

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

に
配

慮
　

　
→

広
い

部
屋

を
使

う
。

・
相

談
室

は
個

別
の

部
屋

、
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
を

　
配

慮
。

・
入

口
に

案
内

地
図

。
・

年
金

事
務

所
が

遠
い

の
で

、
月

2
回

程
度

市
　

役
所

で
相

談
手

続
き

が
で

き
る

。

ユ
ニ

バ
ー

サ
ル

デ
ザ

イ
ン

機
能

・
市

民
が

集
い

親
し

ま
れ

て
い

る
と

い
う

事
　

で
、

職
員

の
異

動
に

関
し

て
。

・
音

声
案

内
を

付
け

て
ほ

し
い

。
・

点
字

の
案

内
。

車
い

す
の

人
が

使
用

し
や

　
す

い
通

路
等

。
・

車
椅

子
で

利
用

で
き

る
ト

イ
レ

。
・

エ
レ

ベ
ー

タ
ー

。
・

和
式

ト
イ

レ
も

残
す

。
・

無
駄

な
音

声
案

内
は

必
要

な
い

。

―
―

・
各

窓
口

へ
床

の
色

等
で

分
か

り
や

す
い

誘
　

導
。

・
色

弱
者

、
高

齢
者

に
優

し
い

ユ
ニ

バ
ー

サ
　

ル
デ

ザ
イ

ン
、

バ
リ

ア
フ

リ
ー

。
・

オ
ム

ツ
交

換
、

授
乳

室
付

ト
イ

レ
。

・
キ

ッ
ズ

ス
ペ

ー
ス

（
手

続
き

の
間

見
て

く
　

れ
る

託
児

所
）

。
・

子
供

広
場

の
近

く
に

畳
の

部
屋

。

・
駐

車
場

た
く

さ
ん

。
車

い
す

、
障

が
い

者
に

　
配

慮
、

車
の

乗
降

が
し

や
す

い
シ

ス
テ

ム
。

・
バ

リ
ア

フ
リ

ー
、

ユ
ニ

バ
ー

サ
ル

デ
ザ

イ
ン

｡
・

受
付

窓
口

を
2

階
に

、
1

階
は

駐
車

場
等

。
・

廊
下

は
広

く
車

い
す

が
余

裕
で

す
れ

違
え

る
｡

・
エ

レ
ベ

ー
タ

ー
は

車
椅

子
が

2
台

乗
れ

る
ス

　
ペ

ー
ス

を
確

保
。

・
エ

ス
カ

レ
ー

タ
ー

、
エ

レ
ベ

ー
タ

ー
の

設
置

　
複

数
。

・
ト

イ
レ

洋
式

化
、

授
乳

室
、

お
む

つ
替

え
シ

　
ー

ト
、

ベ
ビ

ー
チ

ェ
ア

、
女

子
ト

イ
レ

は
男

　
子

ト
イ

レ
よ

り
多

め
に

、
多

目
的

ト
イ

レ
は

　
階

ご
と

に
。

・
車

い
す

、
ベ

ビ
ー

カ
ー

ト
を

常
備

す
る

、
屋

　
根

の
つ

い
た

思
い

や
り

駐
車

場
（

5
0

台
に

　
1

台
確

保
）

。

防
災

・
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
機

能

・
新

庁
舎

屋
上

に
ヘ

リ
ポ

ー
ト

を
設

置
し

て
　

ほ
し

い
。

・
災

害
対

策
本

部
の

機
能

の
充

実
を

。

・
防

災
面

の
機

能
を

重
視

し
て

ほ
し

い
。

・
浸

水
・

津
波

対
策

。
・

1
階

を
駐

車
場

と
し

て
開

放
。

・
液

状
化

対
策

。
・

津
波

後
で

も
す

ぐ
に

復
旧

で
き

る
機

能
が

必
　

要
。

・
津

波
が

来
る

こ
と

を
前

提
と

し
た

設
備

。

・
災

害
時

に
メ

ン
テ

の
し

や
す

い
庁

舎
。

・
歴

史
と

未
来

が
見

え
る

庁
舎

。
・

津
波

対
策

。

・
何

が
起

こ
っ

て
も

行
政

の
機

能
を

失
わ

な
　

い
。

・
災

害
時

に
対

応
可

な
診

療
所

（
夜

間
、

休
　

日
可

）
。

・
防

災
備

蓄
を

兼
ね

て
コ

ン
ビ

ニ
と

か
店

舗
　

を
入

れ
る

（
災

害
時

協
力

）
。

・
災

害
時

の
拠

点
と

な
れ

る
よ

う
な

十
分

な
　

耐
震

、
浸

水
対

策
を

も
っ

た
建

物
。

・
浸

水
し

な
い

階
層

へ
会

議
室

を
。

・
立

体
駐

車
場

に
す

る
、

避
難

場
所

と
し

て
使

　
用

で
き

る
。

・
震

度
7

に
耐

え
ら

れ
、

5
0

年
は

建
て

替
え

せ
　

ず
に

暮
ら

せ
る

強
固

な
建

物
。

・
屋

上
に

ヘ
リ

ポ
ー

ト
（

大
災

害
の

時
の

輸
送

　
経

路
と

し
て

あ
っ

て
ほ

し
い

）
。

・
屋

上
ま

で
の

エ
レ

ベ
ー

タ
ー

を
。

耐
震

・
浸

水
対

策
機

能
―

・
地

下
水

を
利

用
。

―
―

―

新
庁

舎
建

設
に

関
す

る
市

民
会

議
〈

第
２

回
〉

で
出

さ
れ

た
意

見
【

ま
と

め
】
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１
　

　
班

２
　

　
班

３
　

　
班

４
　

　
班

５
　

　
班

情
報

発
信

・
交

流
機

能

・
会

議
室

を
充

実
さ

せ
て

会
議

室
の

数
を

十
　

分
設

置
し

て
ほ

し
い

。
・

レ
ス

ト
ラ

ン
鳴

門
（

職
員

・
一

般
来

庁
者

　
が

利
用

し
交

流
）

。
・

鳴
門

な
ら

で
は

の
食

材
、

メ
ニ

ュ
ー

を
使

　
っ

た
も

の
。

・
交

流
の

場
、

市
民

が
使

え
る

ス
ペ

ー
ス

。

・
観

光
面

に
弱

い
。

・
喫

茶
店

や
レ

ス
ト

ラ
ン

が
欲

し
い

。
・

市
民

が
利

用
で

き
る

会
議

室
の

整
備

。
・

音
響

に
も

配
慮

し
た

中
ホ

ー
ル

整
備

。
・

せ
り

上
が

り
、

花
道

を
備

え
た

中
ホ

ー
ル

の
　

整
備

。

・
国

際
会

議
室

の
設

置
。

・
個

別
相

談
は

会
議

室
で

。
・

鳴
門

の
特

産
品

や
物

産
を

展
示

す
る

ス
ペ

ー
　

ス
。

〇
情

報
・

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

問
題

。
市

民
の

持
っ

て
き

た
　

U
S

B
等

が
使

え
る

よ
う

に
。

・
市

議
会

の
様

子
が

議
会

中
、

議
会

以
外

の
日

　
も

T
V

に
放

映
さ

れ
て

い
る

。
市

民
に

市
議

　
会

を
身

近
に

感
じ

、
問

題
意

識
を

持
っ

て
も

　
ら

え
る

庁
舎

。
・

IT
は

で
き

る
だ

け
最

小
限

に
。

〇
交

流
・

土
日

祝
も

市
民

が
利

用
で

き
る

ス
ペ

ー
ス

　
（

会
議

室
な

ど
）

。
・

交
流

が
図

れ
る

空
間

（
部

屋
）

。
・

鳴
門

ら
し

さ
の

ホ
ー

ル
。

・
コ

ン
ビ

ニ
、

レ
ス

ト
ラ

ン
（

職
員

の
食

堂
を

　
兼

ね
る

）
。

・
中

庭
→

緑
と

鳴
門

の
う

ず
し

お
、

ド
イ

ツ
館

　
等

の
ミ

ニ
チ

ュ
ア

が
あ

れ
ば

も
っ

と
い

い
。

・
絵

画
を

多
く

展
示

で
き

る
ス

ペ
ー

ス
。

・
廊

下
に

市
民

の
芸

術
作

品
を

掲
示

す
る

。
・

ふ
る

さ
と

納
税

課
窓

口
、

土
日

祝
の

み
営

　
業

。
ア

ン
テ

ナ
シ

ョ
ッ

プ
を

作
り

、
売

り
場

　
ス

ペ
ー

ス
を

貸
す

。
・

情
報

発
信

ス
ペ

ー
ス

は
パ

ソ
コ

ン
を

自
由

に
　

使
っ

て
観

光
な

ど
調

べ
る

。
・

1
階

に
鳴

門
の

産
直

市
、

海
産

物
、

鳴
門

金
　

時
、

な
し

等
。

・
賃

貸
料

金
、

最
上

階
に

カ
ル

チ
ャ

ー
セ

ン
タ

　
ー

、
会

議
室

、
O

A
教

室
。

・
誰

も
が

利
用

可
能

な
食

堂
、

コ
ン

ビ
ニ

エ
ン

　
ス

ス
ト

ア
。

・
フ

リ
ー

W
i-

F
iス

ポ
ッ

ト
。

議
会

機
能

―

・
市

役
所

の
ど

こ
で

も
議

会
が

見
え

る
よ

う
モ

　
ニ

タ
ー

を
設

置
。

・
市

議
会

に
傍

聴
者

が
多

数
行

く
よ

う
に

。
・

議
会

を
見

に
来

る
人

が
増

え
る

よ
う

な
施

　
設

。
・

議
会

へ
市

民
が

行
き

や
す

い
施

設
。

・
待

合
室

で
の

議
会

中
継

。
―

・
議

会
を

オ
ー

プ
ン

で
き

る
機

能
を

。

執
務

機
能

・
フ

ロ
ア

ー
の

明
る

さ
。

―
・

議
会

傍
聴

席
の

ゆ
と

り
を

階
段

の
改

善
。

・
対

面
と

執
務

は
分

け
た

方
が

い
い

。
・

職
員

の
人

が
休

憩
で

き
る

ス
ペ

ー
ス

。

・
部

署
の

間
仕

切
り

は
移

動
式

に
。

・
市

民
も

使
え

る
シ

ャ
ワ

ー
室

。
・

職
員

各
個

人
ロ

ッ
カ

ー
（

男
子

用
・

女
性

　
用

）
を

明
確

に
分

け
る

。

・
会

議
室

を
多

機
能

（
間

仕
切

り
な

ど
）

。
・

役
所

各
部

署
で

外
国

語
対

応
で

き
る

人
を

入
　

れ
る

。
・

職
員

の
仮

眠
室

、
リ

フ
レ

ッ
シ

ュ
ル

ー
ム

は
　

絶
対

に
必

要
。

ラ
イ

フ
サ

イ
ク

ル
コ

ス
ト

縮
減

・
収

益
を

上
げ

な
が

ら
運

用
を

。
―

・
売

電
。

・
ソ

ー
ラ

ー
充

電
。

・
貯

水
槽

。
・

風
力

。

〇
自

然
エ

ネ
ル

ギ
ー

・
太

陽
光

を
活

用
し

て
電

力
は

太
陽

光
で

ま
か

　
な

う
。

・
太

陽
光

、
風

力
等

の
自

然
エ

ネ
ル

ギ
ー

シ
ス

　
テ

ム
を

利
用

し
て

電
力

を
つ

く
る

。
・

リ
サ

イ
ク

ル
セ

ン
タ

ー
に

シ
ル

バ
ー

の
人

を
　

雇
う

。
・

鳴
門

市
に

購
買

力
が

付
く

。
・

リ
サ

イ
ク

ル
セ

ン
タ

ー
を

建
て

て
雑

紙
回

　
収

、
細

分
化

し
た

分
別

回
収

を
進

め
る

拠
点

　
に

な
っ

て
ほ

し
い

。
○

そ
の

他
・

市
の

赤
字

が
増

え
な

い
よ

う
に

コ
ス

ト
を

意
　

識
し

た
庁

舎

・
ラ

ン
ニ

ン
グ

コ
ス

ト
を

考
慮

し
た

庁
舎

を
。

・
利

益
を

生
む

庁
舎

。
・

命
名

権
。

・
駐

車
場

を
1

階
に

し
て

周
り

を
有

料
広

告
ス

　
ペ

ー
ス

に
す

る
。

愛
媛

は
図

書
館

に
有

料
広

　
告

掲
示

板
有

。

環
境

負
荷

の
低

減
・

L
E
D

。
・

太
陽

光
。

・
地

下
水

を
利

用
。

・
透

水
性

舗
装

、
雨

水
を

有
効

利
用

。

・
庁

舎
内

の
テ

ナ
ン

ト
ス

ペ
ー

ス
で

費
用

に
当

　
て

る
。

・
一

般
利

用
可

能
な

駐
車

ス
ペ

ー
ス

（
有

料
　

可
）

。

・
二

重
窓

等
（

省
エ

ネ
）

。
・

太
陽

光
発

電
、

L
E

D
。

・
壁

へ
散

水
機

能
を

付
け

、
温

度
上

昇
を

軽
減

　
す

る
。

・
井

戸
水

の
活

用
。

・
壁

の
緑

化
で

温
度

上
昇

軽
減

。
・

屋
上

緑
化

で
公

園
を

。
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１
　

　
班

２
　

　
班

３
　

　
班

４
　

　
班

５
　

　
班

周
辺

環
境

と
の

調
和

・
歴

史
の

継
承

―
―

・
景

色
の

い
い

庁
舎

。

〇
交

通
・

撫
養

町
だ

け
で

な
く

、
大

麻
・

大
津

と
バ

ス
　

の
便

が
よ

い
庁

舎
（

高
齢

化
に

備
え

て
）

。
・

バ
ス

亭
を

正
面

玄
関

に
。

〇
野

外
ス

ペ
ー

ス
・

野
外

空
間

に
整

備
す

べ
き

交
流

機
能

は
作

れ
　

な
い

か
。

・
駐

車
場

に
は

バ
ス

が
停

ま
れ

る
。

・
子

供
の

遊
べ

る
公

園
。

・
避

難
所

に
広

い
駐

車
場

（
有

料
可

）
。

・
は

ま
ぼ

う
な

ど
の

植
木

に
は

必
ず

名
前

表
示

　
を

。
・

鳴
門

市
の

歴
史

ロ
ー

ド
を

廊
下

へ
設

け
る

。

そ
の

他
―

○
コ

ン
パ

ク
ト

シ
テ

ィ
の

実
現

・
市

の
中

心
部

に
ま

と
ま

っ
た

街
の

計
画

。
―

―

・
デ

ザ
イ

ン
マ

ン
ホ

ー
ル

を
8

0
周

年
記

念
で

設
　

置
す

る
。

1
個

2
0

万
円

。
・

鳴
門

市
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

シ
ョ

ッ
ピ

ン
グ

窓
　

口
を

開
設

し
、

売
り

上
げ

の
1

0
％

徴
収

。
・

空
き

家
対

策
。

廃
校

、
プ

ー
ル

、
現

在
使

用
　

し
て

い
な

い
建

物
な

ど
空

き
ス

ペ
ー

ス
の

活
　

用
。

・
駐

車
場

は
2

時
間

以
上

で
駐

車
料

金
徴

収
。

　
別

に
無

料
駐

車
場

も
2

0
台

。
・

ソ
フ

ト
面

に
お

金
を

か
け

る
。

職
員

の
方

の
　

評
価

の
仕

組
み

を
確

立
す

る
。

・
駐

車
場

の
料

金
化

（
有

料
）



資料編 

 

資料編 - 34 

 

パブリックコメントの結果 

 

(1) 募集期間 ： 平成３０年１２月１１日（火）～平成３１年１月１５日（火） 

(2) 提出人数 ： ５１人 

(3) 提出方法 ： メール ３３人、持参 ９人、FAX ９人 

(4) 提出件数 ： １３８件（回答件数 ２０５件） 

  内  訳 ： ① 住所  市内 ４７人  市外 ４人 

         ② 区分  １ 市内に住所を有する者 ４７人（１０２件） 

              ４ 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者 ２人（５件） 

              ５ 当該事案に利害関係を有する者 ２人（３１件） 

(5) 意見等の反映状況 

項   目 件数（回答件数） 

意見等を計画等に反映するもの ９件  

意見等が既に反映されているもの ６６件  

意見等を今後の参考とするもの ４９件  

意見等を反映する見込みがないもの ８１件  

 

(6) 意見等の分類 

項   目 件  数 

第１章 基本計画策定の趣旨 

２．関連計画との整合 ５件  

第２章 新庁舎建設の課題と必要性 

 ３．新庁舎の整備方針 １６件  

第４章 新庁舎の導入機能 

 ２．ユニバーサルデザイン ７件  

４．耐震・浸水対策機能 ７件  

 ６．情報発信・交流機能 ３件  

 ９．ライフサイクルコスト縮減 ３件  

 １１．周辺環境との調和・歴史の継承 １件  

第５章 施設計画 

 １．庁舎の規模 １１件  

 ３．新庁舎の配置計画 １４件  

６．構造計画 ２件  

第６章 事業計画 

 ３．概算事業費及び財源 ３件  

第７章 新庁舎建設の検討経緯と今後の進め方 

 ３．現本庁舎の存廃について ４６件  

 ５．今後の進め方 ５件  

その他 １５件  

 


